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量主 記 四ノ宮朗 書 記安田Eヨ

書 記小山 真 書 記松浮郁夏

1 議事日程(第 2号)

平成 6年 6月 17日午前 10時間議

日程第 1 行政一般通告質問

開 議午前 10時o2分

。議長(辻田 実君) 本日の出席議員数26名、これより第 2回市議会定例

会第 2日目の会議を聞きます。

本日の議事はお手元に配付の日程表により行います。

行政一般通告質問

。議長(辻田 実君) 日程第 1、これより通告による行政一般質問を行い

ます。

締め切り日の 6月13日正午までに提出のありました議員、要旨及びその順

序はお手元に配付のとおりでございます。

これより順次質問を行います。

この際申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他に関連質問等

の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。発言の方

法は、最初の発言を20分以内とし、執行当局の答弁は時間外、再質問は答弁

を含めて30分以内といたします。

これより順次発言を願います。

21番議員神田守陸さん。御登壇願います。

(21番議員神田守隆君登壇)

。 21番(神田守隆君) 既に通告をいたしました 4点について御質問いた

します。

まず第 1点は、監査委員への御質問でございます。私の質問に入る前に、

この質問とも重要な関連がありますが、この 6月市議会に提出された館山市

町内会連合協議会会長田村健二氏及び館山商工会議所会頭本間 明氏よりの
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6月定例市議会において議員定数の削減を議決されたいとの請願書について

一言申し上げます。

その請願理由によると、市は既に職員数を大きく減らすなど合理化に取り

組んでいる。財政事情は依然として厳しく、議会としても誠意を示すべきだ

と定数減を求めています。私はこの請願理由を読んで大変驚きました。経費

削減のために議員を減らせというものでありますが、議員の定数を経費の問

題でしか考えていないからであります。議員定数の問題はそういう性質の問

題ではありません。しかし、あえて経費削減の視点で議員の数を真剣に考え

たとしたら、削減ではなく、むしろ増員の必要があると思います。市財政全

体は一般会計、特別会計を含めておよそ 300億円であります。議員はこの 3

00億円全体に目配りし、市民の立場から見てむだ遣いはないかどうか、もっ

と合理的に改善できるものはないか、あるいは談合などの不正が行われてい

ないかなどを監視し、批判するのがその本来の大事な役割であります。市財

政全体の経費削減のためには、この議会の監視、批判の機能を強化すること

がポイントであります。議員を減らすよりも、むしろ増員した方がはるかに

有効なのであります。経費削減のために議員を減らして、その結果、議会の

/監視、批判機能が弱まり、市政に不正やむだがはびこるようになったのでは、

1 何のための議員削減かということになります。経費削減のために定数削減と

いうのは何の根拠もない俗論にすぎないのであります。

さらに驚くべきことに、この請願者はともに市から補助金を得ている団体

の代表者であります。館山市町内会連合協議会には 770万円の補助金が、そ

して館山商工会議所には 900万円の補助金がことしも予算化されています。

地方自治法の規定では、本来補助金は財政的に余裕がないときは支出しては

ならないことになっています。議員を削減しなければならないほどに市財政

が逼迫しているのだとすれば、当然補助金の支出はできません。支出すれば

違法になりかねません。ところが、請願者たちは経費削減のために議員を減

らせと言っていながら、自らのこれらの補助金については何も言っていない

L のです。これも全くおかしな話であります。

私は、請願者にはぜひ参考人として議会に出ていただき、請願の真意やこ
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れから質問する補助金の問題等について御説明をしていただきたいと思うの

であります。この点については、改めて参考人招致について、しかるべく委

員会において御協議をいただきたいと思います。先日の議会運営委員会では、

参考人招致について特に反対の主張はありませんでしたので、当然実現する

ものと思います。この参考人招致はこの請願審議の前提であり、それなくし

ては審議が意味をなさなくなるほどに重要な前提と私自身認識していること

を強調しておきたいと思います。

また、この補助金問題については、私の質問とともに、総務委員会におい

て、所管事項調査としてこれらの補助金を調査するとの質問通告がされてい

ますので、委員会におけるさらに詳細な審査を期待するところであります。

私の質問はいわばその前座でございます。

さて、先ほども指摘しましたが、市の補助金について、それが補助目的に

沿って有効に活用され、効果を上げているかどうか点検するのは議会の重要

な役割、仕事の 1つであります。こうした点から、私は今回勤労者団体補助

金 160万円、館山商工会議所補助金 900万円、館山市町内会連合協議会補助

金 770万円の各補助金についてお尋ねいたします。

補助金支出の根拠法令は地方自治法 232条の 2ですが、これによりますと、

補助金の支出は公益上の必要がなければできません。しかも、公益上の必要

の認定は勝手にできるというものではなく、一定の客観性がなければなりま

せん。市長の勝手な裁量で、いわゆるつかみ金で補助金を支出するというこ

とは違法ということになります。補助金には、それを支出するだけの公益上

の必要性が客観的に明示されなければならないわけであります。例えば、 3

月市議会で議決された住宅改造にかかわる補助金のように、その補助金を支

出するための要綱なり条例なりが決められているわけで、これに沿って支出

されるわけであります。ところが、これらの補助金には支出の基準が明示さ

れておりません。要綱も規定もないのであります。したがって、市長の裁量

で行われているということになりますが、その際に公益上の必要性が客観的

に明示できなければ、違法、不当支出ということになります。勝手に市長が

出した補助金ということになるからであります。私はこれらの補助金は地方
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自治法 232条の 2に違反ないしは不当な支出の疑義があると思うのでありま

すが、監査委員はこれらの補助金について、地方自治法 199条の 7に基づい

て監査するお考えはございませんか、それぞれ監査委員のお考えをお聞かせ

いただきたいと思うのであります。なお、監査委員は 2人でありますが、 1

人 1人が独立の機関とされていますので、それぞれお聞かせいただければと

思うのであります。

第 2点目は、 3月の関所後 3カ月を経過し、大好評のデイサービスセンタ

ーの増設、新設等、今後の計画について市長のお考えをお尋ねいたします。

湊の特別養護老人ホームに隣接して、この 3月からデイサービスセンターふ

れあいの里が開設されました。在宅の虚弱老人や寝たきりの方を自動車で送

り迎えし、センターでおふろや給食、健康チェックを行い、さらにレクリエ

ーションなどでゆっくりと一日を過ごすという施設であります。本人の社会

的孤立感を解消し、心身機能の維持向上を図るとともに、介護している家族

等、介護者の負担の軽減を図るものであります。 1日 800円の利用料ですが、

利用している家族等からは、本当にありがたい、こういうことをもっともっ

とやってほしいという声を幾つも聞きました。寝たきりや虚弱の方を抱えlた

お宅ではとのデイサービスは大変な評判で、本当に私もすばらしいことだ|と

思うのであります。

既に登録者数もかなりに上っているものと思います。施設の能力は 1日15

人で、館山市の割り当ては週2日間だけですので、週 1回のサービスを受け

られる人数は30人であります。館山市老人保健福祉計画によると、寝たきり

老人、痴呆性老人には週 2回のサービスを行い、虚弱老人には週 1回のサー

ビスを行うとしています。寝たきりの方に計画どおりに週 2回のサービスを

提供するには、 15人だけでもういっぱいであります。現在までの登録者数は

何名になっていますか。また、現在の施設で逓 2回のサービスの提供はとて

も不可能だと思うのでありますが、そのことについてどう考えておりますか。

次に、この施設だけでは既に限界ではないかと心配であります。館山市老

; 人保健福祉計画では、 B型施設を現在のもの以外川うー矧つくる計画に

なっております。この新設計画を一刻も早く実施することが求められている
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のではないかと思うのであります。いかがお考えでしょうか。

次に、現在の施設、ふれあいの里は、館山市以外にも鋸南町、白浜町、千

倉町、富浦町、富山町、三芳村が利用しています。しかし、現在のところ土

曜日、日曜日は利用されていないと伺っております。新しい施設とともに、

そこで当面人員を増員して土日などにサービスの実施はできないものであり

ましょうか、お聞かせをいただきたいと思います。

第 3点は、在宅看護の公的支援を進める問題についてであります。先日あ

る方から、家族が在宅看護を受けている。毎日看護婦さんが点滴をやりに来

てくれているが、この状態は長くなる見込みだ。布団に寝ているが、ベッド

の方が本人の負担も少ないし、市でベッドの貸し付けなどをやっていないの

だろうかという相談がありました。寝たきりになって 6カ月以上になると寝

たきりの認定を受けられるので、ベッドの給付を受けられますが、残念なが

らそれには該当しませんでした。寝たきり老人等に該当しない場合にはベッ

ドの給付が受けられないのでありますが、実際にはこうした事情でベッドの

必要性が強いという方はたくさんあるはずであります。国は在宅医療の保険

点数を多くするなどして在宅医療を制度的にも重視しています。在宅医療は

入院に比べれば公的な医療費の負担も格段に低いわけでありますから、ベッ

ドを給付するなど、その条件整備に公的支援をするのは当然のことだと思う

のであります。

そこで、こうした制度がないものか調査をしてみました。政府管掌健康保

険では、在宅看護を支援するために、特殊ベッドなど介護機器のレンタル助

成を昨年の10月から実施しておりました。ほかの組合健保や共済組合等でも

実施していたり、あるいは検討しているものと思います。そこで、こうした

在宅看護に対する助成措置について市でも検討すべきだと思うのであります。

そこでお尋ねをいたします。在宅看護は今後増大してくるものと思うので

ありますが、いかがお考えでありますか。また、本人と介護者、家族の負担

軽減を市としても支援すべきだと思うのでありますが、どのようにお考えで

ありますか。

第 4点は、水道水質の新基準についての問題であります。水道水の水質基
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準が改定され、発がん性があるとされるトリハロメタンの発生量が昨年12月

から規制強化されました。トリハロメタンは夏に発生量がふえるので、この

夏に新基準を超えるおそれがあるとして、全国 2.000の水道事業体の中で、

過去 3年間の発生量をもとに、 94施設に対して厚生省は指導をいたしました。

まさかと思ったのでありますが、三芳水道も館山市営水道も、ともにこの94

施設の 1っとして厚生省の指導を受けました。夏までに塩素の注入方法を変

更するなどにより、水質基準を超えるおそれはないとされました。

そこでお尋ねをいたします。例えば、三芳水道のトリハロメタンの発生量

は平成 3年度、平成 4年度では全国最高値だと思うのでありますが、いかが

ですか。市営水道、三芳水道のトリハロメタンの発生状況はどういう水準な

のか、御説明をいただきたいと思うのであります。また、厚生省による指導

で水質基準を超えるおそれはなくなるとされましたが、今後の対策は万全な

のでありましょうか、具体的措置についての御説明をいただきたいと思いま

す。

次に、この新基準の意味についてお尋ねをいたします。新基準を超えると

水道の給水停止処分に該当することになると思うのでありますが、この基準

の意味について御説明をいただきたいと思います。

次に、トリハロメタンは水道水に注入される塩素により発生する化合物で 一一一~
あります。水道水の費全を保つために殺菌するのでありますが、皮肉にもそ

の塩素が発がん物質を生み出すのです。したがって、水道水源を保全し、水

道のもとの水、原水自体をきれいなままにしておくことが求められます。き

れいな水であればあるほど塩素の使用料が少なくて済むからであります。原

水が汚れていれば、塩素をより多く使わなければなりません。したがって、

恒久的な対策は水源の保全措置だと言われます。三芳水道にしても市営水道

にしても、水源域には水質汚濁のもとになるような開発はされていません。

今後もそれを維持することが大事だと思いますが、現状でも既に大変高い濃

度でトリハロメタンなどが検出されております。恒久的措置として、水道水

源地域の保全対策についてどのようにすべきだとお考えですか、お聞かせを

いただきたいと思います。
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次に、今回の厚生省の指導対象になっている水道事業の一覧を見ますと、

千葉県が圧倒的に多いのであります。特に、利根川水系を水源にしている水

道事業体は軒並み指導対象とされたという感じがいたします。利根川の水は

上流域の下水を集めているわけで、それを下流の千葉県が水道水にしている

わけであります。原水自体が汚れている水であります。殺菌のために大量の

塩素を使用することになるのは当然であります。このために利根川水系は厚

生省の指導対象になっている水道が多いと思うのであります。同じく利根川

水系の南房総広域水道の水質についても最悪の水質になるのではないかと懸

念されます。このトリハロメタン対策についてはどのように検討がされてい

るのか、お聞かせをいただきたいと思います。

以上質問いたしましたが、御答弁によりまして再質問をさせていただきま

す。

。議長(辻田 実君) 山田監査委員。

(監査委員山田教和君登壇)

O監査委員(山田教和君) お答えいたします。

大きな第 1、補助金の支出についての御質問でございますが、出納事務に

ついては、館山市補助金等交付規則に基づき、適正に処理されております。

， 

なお、財政援一助団体の監査iこつきましては、石井監査委員と協議済みでご ¥ 

ざいまして、実施する方向で検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

(市長圧司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの神田議員の御質問の第 2項からお答えい

たします。

大きな第 2の小さな第 1点目、デイサービス事業について、現在までの登

録者数及び利用回数についての御質問でございますが、現在の登録者数は60

名でございます。利用回数につきましては、平均月 2回でございます。

次に、小さな第 2点目、デイサービスセンターの増設、新設を急ぐべきと

の御質問でございますが、老人保健福祉計画にも施設整備の目標を定めたと
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ころでございます。この目標によりまして、今後の国の財政状況及び千葉県

の動向を踏まえまして検討してまいりたいと考えております。

次に、小さな第 3点目、当面人員を増員して土曜、日曜などのサービス実

施はできないかとの御質問でございますが、この事業は安房管内の 6町村と

共同事業としてスタートしたばかりでございますので、現時点では困難でご

ざいます。

次に、大きな第 3点目、政管健保では在宅看護を支援するため介護機器の

レンタル助成を実施しているが、館山市でも検討すべきと思うがとの御質問

でございますが、在宅看護の支援策といたしまして、現在実施しております

寝たきり老人を対象とする日常生活用具の助成事業など、現行制度の十分な

活用を含めて検討してまいりたいと考えております。

次に、大きな第4、水道の水質問題、その小さな第 1点目、トリハロメタ

ンの発生状況及び今後の対策についての御質問でございますが、水質基準改

正前は国が定めましたトリハロメタン制御目標値を 2つの水道事業体とも満

たしております。しかし、新しい水質基準ではトリハロメタンの最大値が基

準値を超えてはならないことになりました。この数値につきましては担当者

よりお答えします主

このトリハロメタンの低減化対策といたしまして、作名浄水町素注入

方法を前塩素処理から中間塩素処理に変更しております。また、三芳水道企

業団でも同様の方法に変更し、さらに粉末活性炭の注入設備の工事を現在実

施しているところでございます。

次に、小さな第 2点目、給水停止に関する御質問でございますが、水道法

第4条は、水道により供給されております水は水質基準に適合するものでな

ければならないと定めておりまして、今後も安全な対応をしてまいります。

次に、小さな第 3点目、水道水源地域の保全対策に関する御質問でござい

ますが、市営水道の主な水源でございます作名ダム及び三芳水道企業団の増

間ダム周辺地域は水源保全には比較的恵まれた地域でございますので、浄水

処理方法で対処していきたいと考えております。

次に、小さな第 4点目、南房総広域水道企業団の水質対策の御質問でござ
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いますが、企業団では、安全な水を確保するため、粉末活性炭処理や中間塩

素処理対策を実施することにしておりまして、あわせて塩素の多点注入によ

り、塩素注入量の適正化を図っていると伺っております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 谷貝水道課長。

。水道課長(谷員 実君) トリハロメタンの数値について私の方からお答

え申し上げます。

トリハロメタンは、市長が答弁申し上げましたとおり、基準ができるまで

は制御目標値として年間平均が 1リッター当たり 0.1ミリグラムを超えない

ようにということでございましたが、まず館山市営水道の作名浄水場の水で

ございますが、平成 3年度で最高が O.058、年間平均で 0.041、平成4年度、

最高値が0.05、平均値が O.037、平成 5年度、最高値が O.059、平均値が O.

041、三芳水道企業団の増間浄水場の水でございますが、平成 3年度、最大

値が 0.127、平均値が O.066、平成4年度、最高値が 0.119、平均値が O.0 

64、平成 5年度、最高値が O.063、平均値が 0.046でございます。

以上でございます。 l

。議長(辻田実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) 監査委員から先ほど御答弁いただきまして、石井、

監査委員等を含めて協議した中で今後監査を進めていくということでありま ¥ 

すから、それでぜひお願いをしたいと思います。

そこで、監査を進める上でも重要な視点になる問題を議論したいというふ

うに思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。まず、この補助金

が一体何に使われているのかという問題です。市はその実情をつかんでいる

のか、お尋ねをしたいと思うのであります。

勤労者団体 160万円、これをちょっとお話を願いたいんですが、私かつて

6年前、 1988年、このお金はかつて地区労の会計に入って、そこから専従職

員一具体的には今議長席にいる辻田議長さんの給料の一部になっていると

指摘をし、その改善を求めました。依然としてこの支出が労働費の名のもと

に続いておるわけです。労働行政として行うならば、今必要なことは、労働
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組合等の思恵にあずかれない弱い立場の例えばパートで偉く労骨者、これを

保護したり、あるいは応援したりする、これは大変重要なことだと患いますs

学童保育がこの 4月から始まったことは、働く婦人にとっては大変心強いこ

とで、まさにこれは一一保育行政という面の見方もありますけれども、労働

行政という面でも大変重要な意味を持つ事業だと私は思うのであります。実

はこうしたことにこそ力を入れるということが市の労働行政でなければなら

ないはずであります。勤労者団体への補助金は、私の調査では、例えばゴル

フ大会の商品代に使われているとか、こういう実態だと聞いているわけであ

ります。これが一体何に使われているのか、その実態を具体的に把握してお

るのか、いかがですか。この労働者福祉協議会のその内容について、この代

表者がだれなのか、お示しいただきたいと思うんです。

。議長(辻田 実君) 小沼経済部長。

。経済部長(小沼 晃君) どんな事業が行われているのかという御質問で

ございますが、学習会の開催、これは 8回行われる。これは平成 6年度の事

業予定でございます。それから、スポーツ大会の開催、これは野球大会が 3

回、運動会、レク¥リエーション大会が 2回、ゴルフ大会が 3回、メーデ汗

囲碁将棋大会、文化活動費、そういうような事業が平成 6年度は協議会の方

から事業計画として出されておるわけでございまして、その事業を対象とい

たしまして補助金を支出している、こういうことでございます。

それから、現在の代表者はどなたかという御質問でございますが、平成 6

年度から協議会の会長は辻田 実氏でございます。

以上でございます。

。議長(辻田実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) 議長に質問するわけにいきませんから、できませ

んからしませんけれども、少し考え違いをしているんじゃないか。私はもう

2度こういうことを言うのは嫌なんです。ちゃんとはっきりさせてほしいと

この際お願いをしておきたいと思います。

次に、商工会議所の補助金についてお尋ねをいたしますが、館山市が補助

金を商工会議所に支出しなければならないとされる法的な根拠は私が調べた
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限りではないです。ありますか。これについて、補助金支出の具体的な、法

的な根拠があれば、お示しをいただきたいと思うのであります。本来、商工

会議所の運営費は会員からの会費でやるのが当然です。商工会議所の事業の

中で公益的な事業があれば、その事業に対して市が補助するということは、

これは当然あり得ることであります。現に農業協同組合一農協にしろ、あ

るいは漁協にしろ、こうした経済団体に対して、その事業体の行う事業に対

して、それが公益性があるということで補助金は支出されることがあります。

しかし、農協にその運営の補助金、あるいは漁協にその運営の補助金、こう

いうものが出たということは私は聞いたことがない。ですから、なぜ商工会

議所にはその運営費に対して我々の税金で補助をしなければならない根拠が

あるのかということを明らかにしていただきたいと思うんです。税金で会員

の会費の肩がわりをしている、こういうことになるんではないかと思うんで

すけれども、いかがですか。

O議長(辻田 実君) 小沼経済部長。

。経済部長(小沼 晃君) 商工会議所についての御質問でございますが、

商工会議所は商工会議所法に基づきます特別認可団体ということでございま

して、非常に公益性の高い屈体と、こういうふうに私ども認識をいたしてお一一一一

ります。その目的といたしましては、地域内の商工業の総合的な改善、発展

を図り、兼ねて社会一般の福祉増進を図ると、こういうようなことになって

おります。市が補助金を交付しております根拠でございますが、御指摘のよ

うに法的な特に特定する根拠はございませんが、非常に公益性が高いという

ような観点から、地方自治法第 232条の 2に基づきまして、館山市補助金等

交付規則に沿って助成、支出をしているものでございます。

以上でございます。

。議長(辻田実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) 監査委員の皆さんにこの公益性とは何かというこ

とについてしっかりと監査をしていただきたいと思います。

それで、この商工会議所の会費、これはどういう規約によって納められる

ものですか。私が聞いている限りでは、 1口1万円というのが会費だという
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んですけれども、そういうことですか。

小沼経済部長。実君)。議長(辻田

お答えいたします。晃君)。経済部長(小沼

これは会員数が一これは 3月末現在でござ会費でございますけれども、

L 444名、会費の負担口別会員数が 5.079口でございます。それいますが、

これは 3月末一いわゆる 5年度決算でごから、会費収入でございますが、

こういう数字になっております。2. 765万 5.800円と、ざいますが、

以上でございます。

21番。実君)。議長(辻田

私は市から提供していただいた資料によって調べ。21番(神田守隆君)• 4年度決算の数字です。てみましたけれども、私のは 4年の数字なんです。

5.015口一一約 5.0 これで見ますとそんな大きくは変わりませんけれども、

5. 000万ぐらいの会費収入があるというこ1口1万円とすると、00口です。

とになるんですが♀実際には 2.800万ぐらいの会費収入しかない。一体どう

これはお調べいただきたいと思うんです。これは。なっているんだ、

4年度決算で見ますと、一般会計で 778万円、それで、その決算の数字は、

中小企業相談所特別会計で 131万円、合わせて約 900万円の黒字になってい

るんです。市はこの年 815万円 15万円というのは何だかよくわかりませ

815万円市から補助金をん。大型庖関係の補助金のことかなと思いますが、

この年 900万円の黒字を出しているんです。我々の税金もらった。そして、

で商工会議所の黒字のために出しているという数字になるんです、これだと。

これが本当に公益目的と言えるのかどうか。いかがですか。ぴたりなんです。

• 
ι 

小沼経済部長。実君)。議長(辻田

御指摘のように確かにそういう繰越金が出てお晃君)。経済部長(小沼

るわけでございますけれども、年度によりましてはそういう繰越金等の数値

の変動もある。平準化というようなことを考えまして、特に繰越金があるか

こういそういうようなことは考えておらなかった、ら補助金支出をしない、
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うことでございます。

実君)。議長(辻田



@21番(神田守隆君) ますますわかりにくいです。本当にわかりにくい

です。何のために補助しているのかさっぱりわからないです。平準化するた

めだ、何だとかと言いますけれども、金が、運営費が足りないんだ、これだ

け公益性があるんだ、だから補助金出してくれというんならわかるけれども、

金がこんなに余っているんだ、だけれども補助金はもらって当たり前なんだ、

こういう言い分は通りますか。何考えているんだろうと思うんですけれども、

今の答弁では全く納得できません。これは補助金が既得権になっているとい

うことの一番はっきりとした実例じゃないかな。当たり前だ。 4年度から

一今 900万円になっています。こういうことでは困るんです。補助金とい

うのはだからつかみ金でやっちゃいけないというのが法律で決まっているん

です。先ほど地方自治法 232条の 2と私が言ったでしょう。どういう意味が

あるかということをちゃんと理解してほしいんです。補助をするにはどうい

う基準で補助をするのかv損助基準をしっかり持ちなさ ~\o それがあればだ

れからも文句を言われないんセす。ないじゃないですか。毎年毎年 800万だ、

900万だという金をやっていて、大幅黒字になっていて、金が余っていると

いうのに引き続きそれをやる。これはつかみ金以外の何物でもないじゃない

ですか。違法じゃないですか。こんなことで監査請求がされて通りますか。

市民だれでも監査請求できるんです。この金返せとやることできるんです。

公金というのはそういうものなんです。ちゃんと扱ってもらわなきゃ因るん

です。いかがですか。

O議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 地方自治法の 232条の 2の逐条解説あるいは行

政実例を見ますと、公益上必要があるかどうかを認定するのは、第一義的に

は当然首長、長の判断になるわけですけれども、次に議会での予算審議を通

じましての判断になる、こういうことでございまして、今お話のあった点に

つきましても、その補助対象団体の活動内容等にももちろんよるわけでござ

いますけれども、公益上必要があったと、こういうふうに今年度の予算につ

きましても、今までも認められていると、こういうふうに認識しているわけ

でございます。

A
U畠

ワ白

， 

一-------九、九¥

‘t 



。議長(辻田 実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) だから議論しているんじゃないですか。 しかも、

これは一ーその先読んでみなさい。 ちゃんと書いであるじゃないですか。市

長が公益性は認定します。議会が予算を通じて認定します。 しかし、だから

といって法的にそれで済むというものではなくて、 さらにだれから見ても客

観的な基準、客観的に見てそれが公益性があるものだということが必要だか

り、 たとえ市長が公益性がある、あるいは議会で予算として認めたというこ

とがあったとしても、公益性が認められないということがあれば、監査委員

に請求をして、それがひっくり返ることは十分あることなんじゃないですか。

それが法律の解釈というものじゃないですか。• 神子総務部長。実君)。議長(辻田

。総務部長(神子純一君) 確かに神田議員のおっしゃるように一私の今

申しましたのは確かに手続論の話でございますけれども、客観的にどうかと

いうことになりますと、いわゆる公益性という中で、社会一般の利益とか、

あるいは社会における不特定かっ多数の人びとのための利益とか、 こういう

ことが公益ということになろうかと思います。次に、客観的とはどういうこ

となんだということになりますと、やはりその補助対象団体の活動内容とい

いますか、個々の事例といいますか、 こういったもので判断をすることにな

ろうかと思います。あえて言いますれば、営利活動、 そういうものではなく

て、非常に公的な色彩の強いもの、例えば地域の振興に供するとか、 そうい

• ったものが客観的な基準じゃないかというふうに私個人は考えているもので

ございます。

。議長(辻田 実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) 例えば、 ことしから学童保育の補助金が出される

ような要綱が決まりました。 30万円です、年間、学童保育のために市が補助

するのは。 この30万円の金を支出するための手続はどうであるか、細かく要

綱があるんです。 そして、 この要綱に基づいて市は補助金を出しているんで

す。 これはだれが見ても、 その要綱に基づいて出ているから、 この30万円の

支出について異議があるとか何とかという一この要綱自身が問題だという
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んなら議論は別ですけれども、はっきりとした基準があるんです。ですから、

こうした補助金についてはだれもが納得するきちんとした基準をつくるべき

だ。市はこの際、補助金についてはそういうあいまいなものをやめて、でき

る限り客観的な基準に基づいて補助金の支出ができるように見直しをする必

要があるんじゃないですか。

これはほかの問題もありますから、町内会連合会の問題に進みたいと思い

ますけれども、今公益性というような問題が出ましたから、よく覚えておい

てほしいと思うんですが、この公益目的とは何かということが一町内会連

合会に関しては支出の客観基準が全く不明なんです、そういう点から考えま

すと。町内会連合協議会の決算報告書によれば、総予算 828万円ほどです。

このうち 770万円が補助金ですから、言ってみれば一補助金だけでと言う

と言い過ぎですけれども、 hずかそのほかにも会費として一一私も20円納め

ている。 1世帯20円ということになっていますから、私自身もこの町内会連

合協議会のお金は出しているということになるんです。この町内会連合協議

会は、市内15地区の連合町内会に交付金を交付している。これは 737万円。

役員の研修視察等に57万円使っている。要するに、この団体は市から補助金

を受けるための窓口、トンネルになって、 15地区のそれぞれの町内会連合会

に流している団体、これが実態だということになろうかと思うんです。そう

いたしますと、これは15地区のそれぞれの町内会連合がどのようにこの金を

使っているのか具体的にしなければ、この 770万円の補助金の支出の目的が

達成されているのかどうかについてはさっぱりわからないんです。市はこの

お金がそれぞれ連合町内会単位でどのように使われているのか調査していま

すか。これを把握する責任があるかと思うんですけれども、いかがで、しょう

か。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 調査をしているかというのが最後の御質問だと

いうふうに理解してよろしいでしょうか。その調査につきましては、自治法

の 221条の調査権という話になるんでしょうか。

。 21番(神田守隆君) そうです。
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。総務部長(神子純一君) 自治法の 221条の調査権につきましては、神田

議員も十分御承知だと思うんですけれども、これも逐条解説とか、あるいは

行政実例を見ますと、具体的に言いますと、例えば実績報告に虚偽の報告が

あるとか、あるいは事業活動等で何らかの不都合な問題がある場合に行うも

のであるというふうに解釈できるわけでございまして、一般には館山市の補

助金等交付規則に基づきまして事業あるいは実績等の報告をいただいている、

こういう中で、先ほど監査委員の答弁もございましたように適正に処理され

ている、そういう私は認識でおるところでございます。

それともう一点、前段の質問でございますどういう活動をしているかとい

うことでございますけれども、これは 1つ自には、確かに先進地の研修視察

ということもお話のとおりでございます。もう一つは、いろんなところから

聞くところによりますと、農業とか、あるいは観光などの産業振興の情報交

換とか、あるいは地域社会の発展に結ひ、つく、そういうふうな自治活動をさ

れていると、こう?うふうに私認識しております。

。議長(辻田実君)¥¥ 21番。

。 21番(神田守隆君) お金はほとんど下へ流れちゃっていて、よくわか

りますね、そんなふうに役に立っていると。私はそれが不思議なの。下の方

にほとんどのお金が流れちゃっているんです、地区単位に。だけれども、そ/

れがそうやって非常に地域の役に立っているというふうに、使われているど

いうふうに思いますって、思えるわけないじゃないですか、調べてみもしな

いで。だから、それを調べてみなさいということを言っているわけで、その

上で、調べた上でどうだったのかということを議論したいんです。また、そ

うすべきだと思うんです。いかがですか。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 全体には先ほど話されましたように 770万です

か、これが連合協議会に行っていまして、そのうちの交付金として出されて

いるものが 732万円ということでございますけれども、 770万を 1地区平均

に割ってみますと 4万 8.000円、こういう金が 1地区平均に町内に流れてい

るというか、交付されている -4万 8.000円、 1地区。 159もございます
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ものですから。

そこで、今調べてあるかないかという話だったんですけれども、先般、 5

月30日に行われました通常総会、こういったところで各地区の代表者が、 15

地区の代表者が集まりましていろいろな活動内容等を話されている実態の中

から、先ほど申し上げましたようなそういう活動をしていると、こういうふ

うに私認識しております。

。議長(辻田実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) これはあなた勘違いしています。これは連合協議

会が地区連合協議会に交付するんです。各町内会に交付するというふうにな

っていないんです。ですから15地区なんです。 15地区、 1つ 1つの地区に約

40万円ぐらい。その計算の仕方は各世帯数によってやっていますけれども、

それはだから 1町内会ごとに 4万とかという形で出されるお金じゃありませ

ん。それは実際に我々の町内会でも違いますから、それは大変な勘違いです

から、 15地区の/それぞれ報告書を出してもらえば済むことなんで、その上で

それが適切かどうか、公益性があるかどうかという議論をすべきなんです。

そういうものなんです。

もともとこうした この 770万円についても何だかわからないんです。

支出の基準は何なのか、客観的な基準がないんです。これについてもつかみ

金だと、こういう疑惑があるんです。この間の 5月30日に行われた大会では

一一私も先ほど言いましたけれども、私が納めている町内会費から20円はこ

の連合協議会の会費として徴収されているんです。みんな20円ず、つ取られて

いるんですけれども、私に相談なかったんですけれども、市長さんの推薦を

決めたんです、この総会で。おかしいじゃないですか。これが公益性なんで

すか。そういうことをやっちゃいけないというのが公益性なんじゃないです

か。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 前段の確かに15地区に40万ということで、それ

についてはちょっと私の言い方がーその後の話にちょっと話がいっちゃっ

たものですから、確かに15地区に40万という話でございます。
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それから、最後の方の質問でございますけれども、公益性という議論にな

るわけでございますが、この町内会連合協議会に支出している客観性あるい

は公益性という話になりますと、これは先ほどから私申し上げておりますよ

うに、いわゆる営利活動ではなく、非常に公的な色彩の強い団体でございま

すので、そういう面から一客観性というのは人によってとらえ方が違うか

もしれませんけれども、私がとらえているのはそういう営利活動ではなく、

公的色彩が非常に強い、こういうところから客観性があるのかなというふう

に私は認識しております。

。議長(辻田実君) 21番。

。21番(神田守隆君) 今のところ選挙がどうなるかわからないからあれ

なんですけれども、これは対立候補がある選挙だったら大変です。特定の候

補に推薦を決めて、それでこれが公益性だという、そういう議論は通らない

んです。市長さん自身としては、私は個人としては推薦はありがたいことだ

と思うんです。だけれども、市長の公的な立場からしたら、なかなか困った
/~一、

ことだというのも私よくわかります、これは。そういう点で、何か思い違い

がここにあるんじゃないかなという点を私は指摘しておきたいと思うんです。

選挙ともなりますと、来年私ども市会の選挙がありますけれども、地区推薦

なんていうことがいつも問題になりますけれども、補助金をもらっていて地

区推薦ということになると、これはやっぱり法的に疑義が出てきますので、

そのことはやはりよく考えなきゃならないことだというふうに指摘をしてお

きたいと思うんです。

それで、広報の配布ということで、町内会長さんには年間1， 926万円、行

政委託料、これは 1世帯当たり1， 000円弱というところかと思うんですが、

これが支給されている。月にすれば、これは 100円足らず、こういうような

行政委託料なんです。私は率直に申しまして、町内会長さん大変なんです。

広報の配布、最近はいろんな広報がたくさんふえてきまして、どんどんふえ

ていくんです。ですから、本当にぼやいている声がよく聞こえます。私はこ

の補助金をこういうわからない形で出すんだったら大変問題があると指摘し

ました。しかし、行政委託料というのは、これは各町内会長さんと、各町内
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と契約を結んで支払うお金です。これがこういう非常に大変な仕事であるに

もかかわらず、補助金を出しているから安くてもいいだろうということには

ならないんです。そういう問題じゃないんです。これはこれとしてちゃんと

出さなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、いかがお考えです

か。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 今の広報紙に対する委託料の方の話になったん

ですけれども、これにつきましでも、私どもは 1つの基準といいますか、そ

れを内部で設けまして、それに伴いまして適切な積算をしておる、こういう

ふうに認識しております。

。議長(辻田実君) 21番。

。21番(神田守隆君) 補助金の問題でありますけれども、私はいずれの

支出も大変問題があるということで、しかしながら今年度の支出については

一一例年 6月が支出月ではないかというふうに理解をしているんですが、こ
/~ 

の6月の支出という問題については当面凍結をする。これから総務委員会で

も審査に入るようでありますから、当面この問題については凍結をするとい

うお考えがないかどうか、その点についてだけお聞かせいただきたいと思い

ます。

O議長(辻田 実君) 神子総務部長。

@総務部長(神子純一君) 平成 6年度の予算執行を凍結しろという話でご

ざいますけれども、平成 6年度の補助金を含めました予算につきましては、

3月議会で厳粛に審議され、議決されているところから、適正な執行を図る

考えでおります。

。議長(辻田実君) 21番。

。21番(神田守隆君) 適正なというのはどういう意味かよくわかりませ

んけれども、適正にやっていただきたいと思います。

時間が余りないので、一応最後の水の問題だけ。数字が出されました。私

はさっき指摘しましたけれども、三芳水道のトリハロメタンの数値、平成 3

年度並びに平成4年度、最高値 0.127、平成 4年の 0.119、これは全国最高
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の数値ではないかと思いますけれども、この点についての確認をいただきた

いと思います。

。議長(辻田 実君) 谷貝水道課長。

。水道課長(谷貝 実君) 私の方の資料といたしまして、千葉県内の数値、

そのほかに新聞紙上等で一今その資料は持っておりませんが、発表された

資料では、高い方ではありますが、その上が 2事業体ほどあった、そういう

ふうに覚えております。

以上でございます。

。議長(辻田実君) 21番。

。 21番(神田守隆君) 2というと、ワーストスリーという水準だという

ことで理解をしていかなきゃならない。大変な問題だということで、この問

題については改めて時間をとりながら議論をしなきゃならないと思います。

以上で終わります。

O議長(辻田 実君) 以上で21番議員神田守隆さんの質問を終わります。

次に、 7番議員鈴木順子さん5御登壇願います。

(7番議員鈴木順子君登壇)

。 7番(鈴木順子君) まず、質問を始める前に一言申し上げたいと思いま

す。皆様は新しい議長になられてからおやと思うことがおありになるかと思

うんですが、私は女性議員でありまして、名前を呼ばれるときにいつも鈴木

順子君と呼ばれておりまして、辻田議長になられてから、どういう真意でと

いうことはお聞きはいたしておりませんが、鈴木順子さんと呼ばれたことに

ついては、非常に心地よい思いでおりますということを一言申し述べさせて

いただきたいと思います。

それでは、通告をいたしました 5点についての御質問を申し上げます。

まず、第 1点目の質問でございますが、障害者福祉に関する新長期計画の

策定についてお伺いをいたします。昨年の 3月に国は新たな長期的視点に立

った障害者対策に関する新長期計画を策定いたしました。また、昨年の12月

3日には心身障害者対策基本法が23年ぷりに改正、公布され、障害者基本法

として改められました。この改正に至った経緯については、国際障害者年や
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国連障害者の10年などによりと聞いておりますし、障害者の機会均等法や長

期戦略の策定によって、障害者の福祉、雇用、教育などの各施策において整

備をされておりましたが、障害者を取り巻く社会の変化に対応をし、障害者

の自立と社会参加をなお一層促進させるためと聞いております。法律の名称

を変えただけではなく、その内容も障害者の自立と社会などのあらゆる分野

への参加を進めることを規定しているということで、障害者という呼び名の

中には身体障害、精神薄弱、精神障害等、わかりやすく定義づけをしている

ということでございます。また、国民 1人 1人がより障害者に対しての理解

を深めていくようにと、 12月9日を障害者の日としたと聞いております。こ

の聞の流れはともかくといたしまして、障害者福祉の現状と課題を明らかに

していく中で、今後21世紀へ向けてのさまざまな目標を定めていくんだとい

う認識でよいかと思います。

そこでお伺いをい五じますが、新長期計画の策定を国からまず各都道府県

が受けて、平成 6年じゅうに県が策定をし、それを土台として各市町村で検

討していくと聞いておりますが、まだ県からの具体的な方策が出されていな

い段階でしょうが、この計画の概要をお聞かせください。また、県の策定を

受けてどう進めていくのか、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。

次に、第 2点目の質問です。何回となくこの問題は質問をしておりますが、

集団リハビリ事業について再度お伺いをいたします。この事業も早いもので

開始されまして 1年がたとうとしております。集団リハビリというかたい呼

び名から、名称もあおぞらと呼ばれ、利用者も毎回楽しみにしているようで

す。まさに青空のように明るく健康で、そして家から外に出ましょうという

意味を込めてあおぞらという名称にしたということですが、 1年もたつと利

用対象者もかなりなれてきているようで、今月が終わってしまうと、次の月

が待ち遠しいような状況にあるとお聞きをしております。いつも家の中に閉

じこもりがちな方が家から外へ出られるわけですから、気持ちはよくわかり

ます。また、いろいろなメニューをその都度考えて進めている職員の方の苦

労、努力に対して敬意を表したいと思います。保健婦さんが必ず体の調子を

調べてくれて、助言をいただいたことにより、家族が気がつかなかった利用
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者の体の異常が発見されたということもあります。利用をしている者の家族

といたしましでも、こんなに生き生きとしてくるんだったらもっと回数をふ

やしてくれないだろうかという要望も持つのですが、いかがで、しょうか。ま

た、事業開始当時に回数をふやしていくことについては考えていらっしゃる

のではないかという認識を私は持っておりますが、いかがでしょうか、お伺

いをいたします。

次に、 3点目の質問に移ります。不燃物の収集車の運行についてお伺いを

いたします。館山市では分別収集を現在しておりますが、社会の多様化に伴

い、ごみもさまざまなものが排出されるようになってきていると思われます。

ごみの量やごみの内容などでその社会の状況がわかるという言い方をする方

もいるようです。私も主婦ですが、どうも物を大事にしない傾向が最近特に

感じられる次第です。ごみの減量化については、担当課の方も頭を悩ませて

いることではないかと推察はいたしますが、そんな現状の中で、不燃物の収

集日には各搬出場所ではさ積ま載jしざ¥でまなものが出されているのをよく見かけます。

また、出された不燃物を積載 運行している収集車を私たちは日常よく見

かけるわけですが、すべての収集車がとは申しませんが、不燃物を高く積み

上げ、不安定な状態で走行をしている状況をよく見かけるわけですが、車の

運搬については、その車によって積載量が決められていると思います。収集

車は町中を走って回るわけですので、余り危険な状態での走行では困るわけ

です。市民の中にも、危険を感じて思わずよけたとか、いつ車から荷が落下

してくるかわからないので、収集車の後にはつかないとか申している方もー

部にはいらっしゃいます。今までの運行の中でこういった意見を聞いたこと

があったのかどうか。現在不燃物の収集は館山商事に委託をしていると思い

ますが、契約をした上でのことですので、その点どうお考えになっているの

か、御指導状況についてもお伺いをいたします。

続きまして、第 4点目の質問に移ります。最終処分場の状況についてお伺

いいたします。以前に議会答弁で、出野尾にあります最終処分場の対応容量

がそろそろ満杯状態になると私は認識をしておりますが、現社会では環境問

題などで取りざたされるようになり、処分場の問題は、工法とかさまざまな
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問題が各自治体で問題化されているということをお聞きをいたします。その

ことによりまして、工法の進歩もあるということで、年々よりいい最終処分

場建設が行われている状況だともお聞きをしておりますが、館山市の最終処

分場もその点自信を持っておられるようにお見受けをいたしております。私

も過日処分場を見学させていただく機会がございました。多くの処分場を見

学してはおりませんが、私の目で見た処分場に比べますと、館山市の処分場

は廃棄されている灰の状況がとてもきれいな状態であったということを率直

に感じてまいりました。そんな状況で処理をし続けるのにも、対応容量に限

界があるわけです。現在の処分場はどのぐらいの容量を受けられるのか、ま

た残り容量はどの程度か、今後はどうするのかをお伺いをいたしたいと思い

ます。

次に、最後の質問に移ります。昨年の12月議会でも質問をいたしましたが、

下総の基地内爆発事故から半年が経過をいたしております。基地を抱える市

として、あの事故にどう学び、再発防止について市ではどう考えているのか、

お伺いをいたしたいと思います。下総基地の不幸な事故は、民間の業者の作

業中の事故だったことによりまして、労働安全上の管理責任と消防法による

安全管理の 2つの視点からの事故原因究明調査が行われているということで

ございますが、御承知のとおり、下総基地は柏市、鎌ケ谷市、沼南町、船橋

市など、多くの市町村が絡み合つての調査となっているということをお聞き

をいたしております。こういう不幸な事故が二度とあってはならないわけで

ございますが、基地を抱えた市町村では、この事故から学び、二度と起こら

ぬような対策を考えていかなければならないのは当然のことであります。館

山市は基地を抱えた市の 1つになりますので、下総基地内事故を教訓に、安

全面での不安感を取り除くためにも12月の議会で質問をさせていただきまし

た。そのときの答弁によりますと、危険物の主なものとして、輸送用の燃料

が備蓄をされ、若干の火薬類があるとのことでございました。事故後の対応

といたしまして、当然検査などを行っていることとは思いますが、市民の安

全を守る義務がある市といたしまして、下総基地の爆発事故にどう学んでこ

られたのか、再発防止についてどう協議をされたのか、お伺いをいたします。

4
 

q
u
 

t 

t 



可t
E島

e 

• 

以上御質問申し上げましたが、御答弁によりまして再質問をさせていただ

きます。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの鈴木順子議員の御質問にお答えいたしま

す。

大きな第 1、障害者福祉に関する新長期計画の策定について、 この御質問

でございますが、今年度千葉県におきまして障害者福祉に関する新長期計画、

これを策定中でございます。 この情報は今入っておりません。 これらの動向

を踏まえまして今後検討してまいりたいと考えております。

次に、大きな第 2、集団リハビリの回数増は可能かどうかとの御質問でご

ざいますが、集団リハビリ事業につきましては、平成 5年 7月から毎月実施

しているところでございます。 これからの運営につきましては、 その内容、

方法等を総合的に検討してまいりたいと考えております。

次に、大きな第 3の不燃物の収集移動車についての指導はという御質問で

ございますが、現在不燃物の収集につきましては、民間業者に委託し、行っ

ているところでございます。収集移動についての指導につきましては、一般

廃棄物の収集業務委託契約、 これに際しまして、必要な事項を定め、指導を

行っております。

次に、大きな第 4の最終処分場の現状と今後についての御質問でございま

すが、最終処分場の現在の埋立残容量は 1万 4.000立方メートルで、全体の

埋立容量 6万立方メートルに対しまして約23%という状況にございますので、

今年度堰堤のかさ上げ工事を実施するとともに、新たな最終処分場の建設計

画を推進しているところでございます。

次に、大きな第 5、下総基地内爆発事故についてどう学んだか、再発防止

についてとの御質問でございますが、館空基地内の燃料等の貯蔵施設は消防

法に基づいて設置及び管理されておりまして、毎年消防本部による立入検査

も行われておりますので、安全性については信頼しております。

以上でございます。
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。議長(辻田実君) 7番。

。 7番(鈴木順子君) それでは、再質問させていただきます。

今の御答弁によりますと、まず 1番の障害者の福祉計画なんですが、情報

は入っていないというような御答弁があったと思うんですが、文書でも何で

も来ていないというような認識でいいんですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) この計画の内容につきましては、正式には公文

書では参っておりません。そういった状況でございます。

。議長(辻田実君) 7番。

。 7番(鈴木順子君) 正式には来ていないという言い方なんですけれども、

私が知っているぐらいですから、何かしらのことでお読みになったことがあ

るんではないかなというふうに思うんですが、私の方でいただいた資料の中

でのことでございますが、この福祉計画というのは今年度じゅうに県が計画

の策定をするということで、今御答弁ありましたとおりなんです。ただ一つ

老人福祉計画と違うところは、市町村正計画の策定の義務がないというふう

に私は文書を見ました。情報が入っていないということは正式文書が来てい

ないということですから、正直申し上げて仮のお話ということもできにくい

かと思うんですが、これが来年度になると県からの計画書が来るわけですか

ら、その状況をお考えになったことを頭に置いていただいて、館山市では義

務づけられていないというふうな判断を私はしていますが、できれば私は老

人福祉計画のようにきちんと計画を市で立てていってほしいなというふうに

思うんですけれども、その辺非常に状況があいまいな状況ですので、お答え

にくいかとは思いますが、お考えをひとつお聞かせください。

。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) 情報として資料は入手しております。その内容

を見てみますと、県下の市町村に対しましては施策の展開を求めるという内

容でございます。今後県の動向を踏まえて検討してまいりたいというふうに

考えております。

以上です。
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7番。実君)。議長(辻田

正式文書でいただいていないということがそういう。7番(鈴木順子君)

ことだったのかということで、何だ、見ていたんじゃないかというふうに思

うんですが、私は本当に老人福祉計画に学ぷという意味でこれだけはお願い

しておきたいんですけれども、実態の調査です。老人福祉計画のときもそう

だったんですけれども、何かちょっと物足りなかったな、本当に意見が反映

されたのかなというようなのがまだ気持ちのどこかに残っているわけです。

障害者の方たちを入れたことももちろんそうなんですけれども、ぜひそうい

う方たちも入れての実態調査をしながら、市ではそのニーズに対してどうや

って応えていくのかということを、答えをこの中で出していただきたいとい• うふうに思うわけです。

この文書を見ますと、本当にいろんなきれいなことが書いであるんですけ
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れども、館山市ではその点、福祉に関しては市長さん初め皆さんお力を入れ

ていらっしゃるという認識をし宅おりますが、まちづくりもこの計画の中に

もかかわってくるというふうに思うんですが、例えば公共施設の整備である

そういったとこそういったもの、あと駅、あとまちの商居街や道路、とか、

これはろなんか、改善しなきゃならないところがいっぱい出てくるわけで、

やっぱり財政的な裏打ちがなければちっとも話は文書化されただけで進んで

これからのことですから、いかないということになるわけですから、ぜひ、

そういう私の要望をかなえていただきたいということをお願いを申し上げて、

その折にまた質問させていただきたいとこれはまた機会があると思います。• h
t邑

思います。

それで、次に集団リハビリの件なんですが、回数をふやすことを検討して

いくという御答弁でございますが、利用者も非常に安定してきているという

ふうに思うんですけれども、大体で結構です。回数によっては定まっていな

いと思いますが、常時どれぐらいの方が参加をされているのかお伺いいたし

たしかボランティアの方も対応していたいと思います。また、職員の方や、

そういった方々は何名程度で対応しているのか、あわ

せてお伺いをいたしたいと思います。
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。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) 集団リハビリは非常に好評でして、現在69名の

登録者でございます。そのうち 1回平均をとらえますと、今の実績を見まし

て、 50名程度という参加の状況でございます。

それから、この集団リハビリに従事していただいております人たち、当然

保健課の職員も入りますけれども、そのほかに市民の協力者といいますか、

ボランティアの人たち、 15名前後の方の協力をいただいておりますけれども、

多い日で10人程度は協力をいただいているという状況でございます。

以上です。

。議長(辻田実君) 7番。

。 7番(鈴木順子君) 本当に評判がいいということを私もよく聞くんです

けれども、前回ですか、メニューの中で非常に評判のいいというものの中に

ボール遊びというのがあって、手のきかなかった方が一一当然手がきかない

わけですから、手を出してボール遊びはできないけれども、自然とその手が

固まったまま、状態のまま、指がふわふわと動くというか、自分では意識し

ていないけれども、体がボール遊びをしているという、そういった状況もお

聞きして、こういうことをやってもらって本当にありがたいということを家

族の方が言っていらっしゃったことを耳にしております。

私は多分これは、市長さんは本当に今後は回数をふやしていきたいという

お考えだと思うんです。検討していくということでお答えになっていますけ

れども、ただ私が一番心配なのは職員の問題なんです。対応する人員。 15名

程度のボランティアの方がお手伝いしてくださっているということなんです

けれども、あの職員の数で、たしか昨年の保健課の一一あそこで対応してい

らっしゃるのは保健課ですから、保健課の職員の方はたしか昨年は18名いら

っしゃった。ことしは17名というふうに思うんですけれども、やっぱり保健

課といえば、老人福祉計画の中でもこれからやっていかなきゃいけないこと

はいっぱいあるわけです。それと、例えば集団検診、本当にあの時期になる

と忙しい思いをしていらっしゃるわけです。そういった中で人員が減になっ

ていく状況というのは何なのだろうかなというふうに思います。これは私昨
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年度、新しい事業を始めるのだからふやしてくれというお願いをした経緯が

それが減員をされてしまこの議場においてお願いをしました。ございます。

やっぱりそういった長期ったということについては非常に憤慨をしている。

的な計画の中で人員の配置についても考えていっていただきたいというふう

そういうことがいろんな事業に対しても、事業がスムーズに、に思います。

要望に応えられていくということになるんではないかというふうに思います

この人的な配置については、改めてこの場で強くふやしていただくよので、

う要望しておきます。

3点目の質問なんですが、確かに民間委託しているわけですから、契約に

際してさまざまな契約事項があると思います。例えば、積載量は守られてい• 日常のチェックみたいなことるのかどうなのかのチェックというんですか、

は行われていますか。

渡辺民生部長。実君)。議長(辻田

これはもう施設へ搬入す

る時点で絶えずチェックしておりますp 杢のチェックの内容を見ましでも、

オーバーした形跡は全くなく、問題ないというふうに考えております。

重量につきましては、。民生部長(渡辺富雄君)
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これもー一質問のポイントはそこではないかと思いまから、高さ等の制限、

3. 8メすけれども、高さにつきましては道交法で高さ制限がございまして、

その高さにつきましでも今守られていーター以内という制限がございます。

る状況でございまして、全く運送の状況には問題ないというふうに理解をし

ているところでございます。• 』
以上です。

7番。実君)。議長(辻田

全く重量についてもオーケーであると、高さについ@7番(鈴木順子君)

ということは、今までに事故ても問題はないというようなことなんですが、

が起こった、物が落下してきて事故が起こったとかいうことがなかったとい

そういう認識でいいんですね。うことですよね。

渡辺民生部長。

そのとおりでございます。
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7番。実君)。議長(辻田

それでは、高さ制限、確かに 3.8メーターというこ。7番(鈴木順子君)

きとですが、不燃物というのは非常にいろんな種類のものがありますから、

ちんきちんときれいに整とんされて車におさめられていくというような性質

さびた自転車であるとか、非常に形のさまざまなものものじゃありません。

のが積み上げられていくわけですから、不安定な状態での運行がなされてい

この問題について私自身で何人かのるのを私も実際この目で見ております。

その中で、走行中にこの不安定な状態の車の人にお聞きをしたところでは、

そういう状態で運行している上に作業する方が押さえるために乗っていた、

t 
こういうことカtあったカ、場合もあるということを言う方がいらっしゃった。

どうかということについて今まで聞いたことないですか。

渡辺民生部長。実君〕。議長(辻田

道交法の中には、運搬する場合には絶えず落下。民生部長(渡辺富雄君)

そういったことで、絶えずに注意しながら一運転手の義務ですけれども、

注意しながら運搬しなさい。今御質問の荷台に作業員が乗るという問題でご

この件につきましては、絶えず状況を見ながら運搬するざいますけれども、

ということで、後方に 1人作業員が乗るごとほ違法ではないということでご

ざいます。

以上です。

7番。実君)。議長(辻田

t私

確かに落下しないように人が乗って押さえるという。7番(鈴木順子君)

これは現場をその目でただ、ようなこともそれはいいんでしょうけれども、

見た者にとっては、非常に不安定な中で人がそれを押さえるのに必死で走行

していたというふうになれば、危険を感じるのは当然、です。不燃物というの

は、先ほども申しましたようにかさぼるものが本当に多いわけで、見るから

にこういった中での、危険だなというふうに思える中での運行というのが行

われるということについては、本当に事故が起こらなきゃいいけれどもなと

いうふうに思うしかないんですが、決められた重量、高さというのはありま

すけれども、例えばこういった特殊なもの、かさぼるものがあったりとかと
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いうことは非常に特殊なもの、 そういったものを運ぶのに、例えば規定に達

していなくても一ーその辺の裁量というんですか、決定する裁量は難しいか

もしれないけれども、規定に達していなくても、余りに危険だなというふう

なものについては私はやめるべきじゃないかなというふうに思うんですが、

どうですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) 先ほどからお答えしておりますとおり、重量は

オーバーしていない、 それから高さも制限以内で守られているという状況で

ございまして、今後はその積み方、落下しないように運搬してもらうという

ことが一番大事なことでございまして、 これから機会あるごとにそういった

面で指導してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

。議長(辻田 実君〉 7番。

。7番(鈴木順子君) 不燃物の収集車の状況は先ほども申しましたように

私も見ているわけなんですが、先日たまたま収集中の場に居合わせましたの

で、少し後ろからついていきました。 どういう状況なのかなということを私

なりに調査をしてきたわけなんですが、 そのときはたまたまかさぼるものが
/ 

なかった、余り出てなかったという状況でしたので、危険ということについ

ては私はそのときは感じなかった。 だけれども、車の荷台の両サイド、後ろ

もそうなんですが、 コンパネを立てかけて、それで積み上げている状況です。

コンパネ自体も非常に傷んだものもある。 そういった中での一一あれが一応

防護さくになるわけですから、あれが壊れたら上からみんな荷がなだれ落ち

てくるわけですから、 その辺はどうなのかなという心配はしました。 これに

ついてはちょっと指摘をしておきますので、ぜひ調査なりチェックをしてい

ただきたいというふうにお願いしておきます。

たまたまこの日は確かに危険な状態は感じられませんでしたが、ついてい

きますと、きれいに整とんされて出されているところもあれば、非常に乱雑

に置かれているところもあるわけです。 そういう中で本当に手際よく積み込

んでいる、あんな高いところに積み上げていく作業を見ていると、本当に御
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苦労さまだなというふうに思っております。しかし、市民の何人か一一私の

ところに御相談に来たのは何人かでございます。私の独自に少し聞き回った

ところでのことでございますが、満載状態で走行している、危険状態と思わ

れる状態で走行している車もあるということですので、今部長さんもおっし

ゃいましたように、これからまたそうならないような指導をしていくという

ことですので、よろしくお願いをしたいと思います。これは本当に一今ま

で事故がないからいいんです。事故が起きてからじゃ遅いんです。この辺の

ことをしっかりと認識をしていただいて、本当に指導していっていただきた

いというふうにお願いしておきます。

次に、最終処分場なんですが、あと23%ということです。そうすると、こ

れはベースで言うとどのぐらいの一一例えばことしいっぱいであるとか、来

年いっぱいは大丈夫だよということなのか、大体いつごろに満杯になるんで

すか。

。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) 現在の最終処分場の状況からとらえますと、先

ほど市長が数量を申し上げましたけれども、それによりますと約 3年間埋め

立てが可能、今の状況ではそういったことでございます。

以上です0

0議長(辻田実君) 7番。
/ 

@7番(鈴木順子君) あと 3年間ということで、私はことしいっぱいぐら

いかなというふうに認識をしておりましたので、あと 3年もあるじゃないか

ということなんでしょうが、ところが 3年というのはあっと言う聞なんです。

工事もしなきゃいけません。ですから、その辺のことはどうもお考えのよう

なので、ぜひ一一環境問題は非常に今社会的にうるさいです。本当にあそこ

は環境のいいところでございますので、その辺をよくお考えの上でまた進め

ていただきたいということなんですが、私たちは本当にごみという問題につ

いては何の疑問も持たずにぽんぽんと、まさに捨てているというような状況

じゃないかな。恐らく市民の中でごみに対しての認識、正しい認識、危険と

か安全とか、いろんなことを考えて認識されている方はそう多くはいらっし
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しかし、以前に比べますと、その点の認識も大分進やらないんじゃないか。

んできたなということは、やっぱり関係の課でつくっておられるカレンダー

そういうことをであるとか、いろんな広報を通しての啓蒙活動であるとか、

していらっしゃいますので、そういうことのあらわれがこういうところにも

ちょっと話がずれま出てきているんだなというふうには思っておりますが、

すが、市の施設めぐりがございます。市の施設めぐりの中にあの最終処分場

というところは入っていますか。
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市長公室長。実君)。議長(辻田

施設めぐりの中に最終処分場は入っておりま修君)。市長公室長(永野

せん。• 7番。実君)。議長(辻田

入っていないということですね。施設めぐりーーせ。7番(鈴木順子君)

こういうものはこれだけ苦労してこういうふっかく施設を見ていただいて、

うになっているのかということを見ていただく、考えていただくのには本当

そういったところで、やっぱり自分たちがごみを出しにいい機会なんです。

どういうふうな状態になっているのかというて、最終的にはどうなるのか、

ことを認識させるためにも、ぜひこの施設めぐりの中に一一ごみのことを真

剣に考えていただく施設めぐりでもいいじゃないですか。あっちもこっちも

一緒に、いろんなところを見て回るということじゃなくてもいいじゃないで

すか。今後そういうことの市民の意識を少しでも、また認識を新たにしてい

ただくという意味合いでも、今後考えていっていただきたい企画だなという• ふうに私は思っているんですが、いかがですか。

L 

永野市長公室長。実君)。議長(辻田

施設めぐりにつきましては、いわゆる市の行修君)。市長公室長(永野

政に対して市民の理解を深めることを主な理由として行っているわけでござ

し尿の関係等につきましては行っごみの関係でございますとか、いますが、

ているわけでございまして、今後そういうことがなお適切であるならば入れ

このように考えております。
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てまいりたい、

。議長(辻田



。7番(鈴木順子君) ぜひともよろしくお願いをいたしたいと思います。

この問題につきましてはお考えのようなので、ぜひ安全な方向で進めていか

れますようお願いをしておきます。

最後の質問なんですが、基地の事故の問題なんですけれども、この下総の

基地についてはたしかいろんな市町村が絡み合っていますので、担当がすべ

て違うんです。あれは民間の業者が入つての事故ですから、労働災害上の問

題についてはたしか柏の労基署が入って、それと消防法の問題については、

消防上の安全面については沼南町の消防というふうに聞いておりますが、過

日お聞きしましたところ、この消防の関係で言いますとー沼南町の消防本

部です。基地を抱えた関係市町村に対して、この事故を教訓に二度と事故の

起こらぬよう安全管理に努めるようにとの文書を送ったというふうに聞いて

おるんですが、館山市にも来ていますか。

@議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) 下総の事故、これをきっかけにさらに安全な体

制をとりなさいということで、事故が発生した直後は急逮消防本部で状況を

調査したということでございまして、その後文書では出しておりません。

以上です。

。議長(辻田実君) 7番。

。7番(鈴木順子君) 文書では来ていないということですが、あの事故と

いうのは本当に二度とあっちゃいけない事故なんですが、消防法で言います

と、安全管理の立入検査については年に 1固というペースです。例えば、下

総の基地で事故があって、その直後、館空基地でもそういった立入検査みた

いなことが行われましたかどうかわかりますか。♂/

。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君〉 先ほどの答弁の中でもちょっと申し上げました

けれども、事故の発生直後に消防本部で館山航空基地の状況を検査したとい

うことでございます。

以上です。

O議長(辻田実君) 7番。
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。 7番(鈴木順子君) 先ほどの答弁では館空基地で発生直後にやったとい

うことですね。それはよくわかりました。

ただ、この問題はどうも長く調査がかかっているようで、いまだにはっき

りしないということをお聞きします。それで、柏の市議会では、市議の質問

に対して、労基署がこの原因が何であったのか究明しても、原因が明らかに

なっても第三者には知らせないというようなことを言っているわけです。と

んでもないことなんです。再三こういった事故が起きてはいけないわけなん

ですが、再発防止に向けてどう安全対策や再発防止策が強化されたのか、い

ろんなところではっきりさせていくためにも、この原因は何だったのかとい

うことははっきりさせてもらわなければいけないというふうに私は思ってい

るんですが、市長は12月の私の議会の質問のお答えでも、消防法にのっとっ

てやっているという報告を受けているので、それを信頼しているというよう

なことをおっしゃっておりますが、市長さんはその苧葉の重みが本当に十分

重いということを考えて言っていただきたいというふうに思います。

また、事故の原因が一日も早く解明されて、関係者や基地周辺の住民の方

々の不安が一日も早く払試されますよう、基地を抱える市としての要請をし

ていただけたらというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

。議長(辻田 実君) 渡辺民生部長。

。民生部長(渡辺富雄君) 墓地を抱えている館山市の住民に不安があって

はならないということは絶えず考えているわけでございます。そういった意

味でも、下総の事故を教訓に、これからも安全の面で関係機関と協力しなが

ら対応してまいりたいというふうに考えております。

以上です。

。議長(辻田 実君) 以上で 7番議員鈴木順子さんの質問を終わります。

午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時より再開いたします。

午前 11時 44分休憩

午後 1時o3分再開

。議長(辻田 実君) 午後の出席議員数23名、休憩前に引き続き会議を聞

きます。
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4番議員斉藤 実さん。御登壇願います。

(4番議員斉藤 実君登壇)

。4番(斉藤 実君) さきに通告いたしました 4点について御質問申し上

げます。まず第 1点目、安房医師会病院の改築と救急医療センターの問題に

ついて、第 2番目、総合福祉会館の建設計画について、第 3点目、農業政策

について、第 4点目、庄司市長さんの今後の政治姿勢について、以上4点に

ついて御質問申し上げます。

第 1点目の安房医師会病院の改築と救急医療センターの問題につきまして

は、私はこの壇上に登るたびに最重要課題として取り上げてまいりました。

これは何であるか。高齢化社会を迎えまして、 65歳以上のお年寄りが年々ふ

えてまいります。 80歳、 90歳、高齢化の人が数多くおられるわけでございま

す。大変人生としてはおめでたい話でございますが、しかしながら、これら

の方々はいつどこで急民ぐあいが悪くなり、大変な事態を起こさないとも限

りません。はたまた、かつての交通戦争と言われた時代よりも現在はエンジ

ンっきの車一ー自動車が数多くふえております。不幸にして、もしも交通事

故で大変な大けがをした。頭蓋骨骨折、あるいはまた心臓圧迫、これらのと

きに、ごく短い時間でお医者さんに手当てをしていただければ助かる。この

ような場合、東方の病院へ40分も50分もかかって救急車で行ったのでは間に

合いません。人間これは皆同じでございますが、かわいい孫が交通事故で不

幸にして頭蓋骨骨折になった。これを見た祖父たちは、救急車の中で何とか

この子供の命を助けていただきたいと神様にお願いするに違いありません。

もしもそれがかなわなければ、私の命とかえて孫の命を助けていただきたい、

このように願うのが人間の情であろうかと存じます。このような観点から、

いかに金銀財宝が山ほどあっても、命が失われたんでは元も子もないと昔か

ら言われておる次第でございます。

私はこの問題につきまして、何回かここで、そしてまた私自身の市議会議

員立候補の公約にもいたしてまいりました。早期実現を期して何とか努力を

したいと市民の皆さんに公約して私も立候補して、市民大勢の皆様に投票し

ていただき、議員としての実現をしていただきました。庄司市長さんも市長
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さんになる以前からこの問題に深く関心を持たれ、市長さんになられてから

特にこの問題は重要視されてきたのを私を初め多くの市民の皆さんも存じて

この現在会長さんをやっしたがって、安房郡市保健医療協議会、おります。

この会長さんの職務一一この問題につきましては本当に前ておられますが、

向きに一生懸命努力されておるということは私も存じております。あるいは

この団体も一昨年ワーキンググループといまた、安房地域保健医療協議会、

うものをつくって一生懸命研究、討議してくださいました。市長さんはこの

ときも小幡助役さんを委員に送られて、一生懸命この問題にいい案を建議さ

れたということを聞いております。

ここで私は市長さんにお伺いをいたします。今後このような重大なことに• 現在どのようなお考えを持っておられるか、所信をお聞かせいただきたいと

存ずるものでございます。

本年 3月定例議会の冒頭、庄司市長さんは市議会議員全員協議会を招集さ

れまして、安房医師会からの文書による要望に、土地問題は東運動場一ーす

なわち旧四中跡地を貸与しますと全員協議会に諮られまして、一人の反対も

したがいまして、いま一つここで御質問なく、全員の賛同を得られました。

その後の医師会と館山市との聞にどのような話し合いが行申し上げますが、

われてきたか、協議が行われてきたか、第 2点目にこの問題を御答弁いただ

きたいと存じます。

ちなみに、安房医師会の方も、前会長、山田先生が 2期4年間の任期を無

事終了されまして、当時の副会長であった梅園先生が現在の会長になってお& '* 
られ、山田先生は安房医師会病院改築の委員長さんに就任せられ、新役員に

なられてから一、二回この会議を持たれたという話は聞いております。医師

会の方も人事の問題やらいろいろな新旧交代の時期で非常に時間がなかった

かと思いますが、館山市と安房医師会の間で 3月から今日までどのような話

し合いが行われてきたか、我々にお聞かせいただきたいと存じます。

第2点目の総合福祉会館の建設計画についてでございます。 この問題は、

昨年の 3月、本会議におきまして私は庄司市長さんにお伺いをいたしました。

7年に調査研究しますという明快な答弁をいただいております。
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どのような形をもってこれを推したがって、今後どのような方策をもって、

し進めていかれるか、お伺いをいたしたいと存じます。

過去、老人保健福祉計画策定懇談会が聞かれました。私も山崎先輩議員と

2名この会議に議会より選出されまして、一生懸命に先進地の視察をし、研

このとき究をしてまいりまして、無事国への答申は既に終わっております。

にも、やはり 65歳以上の老人が既に館山市において20%を超えておる。現在

は21%になるんではないかと推定されます。平成12年になりますと、何と24.

このような推定も出ておるわけでございます。高齢化社会時代を迎え6%、

そしてまたこれらのお年寄りの方々が望んでおられるのて、本当に市民が、

、は総合福祉会館の早期建設でございます。我々議員も全国を行政視察いたし

ますが、必ずこの福祉会館について関心を持ち、行った先の市役所の職員に

もしいい会館があったら御案内していただきたい、御説明を願いたいとお願

いをしておるわけでございますが、多くの市町村、いろいろなところで立派

その福祉会館の中には、老人がリハピな福祉会館ができ上がっております。

リを行い、あるいはまた80歳、 90歳の方々の余生を楽しむ施設もつくってあ

このような施設がぜひ必ります。我が館山市も次第に高齢化時代を迎えて、

この計画について、市長さんの現要であろうかと考えるわけでございます。

在の所信を表明していただきたいと存ずるものでございます。

3， 000年の歴さて、第 3点目、農業政策でございます。我々大和民族は、

史をもって米食を主食にいたしております。昨年の大冷害でたまたま我が日

しかしながら、本年のこ本列島は米不足で大騒ぎをした経験がございます。 、
ということは、の米不足は、私はそう当時から心配はいたしませんでした。
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日本以外の米をつくっておられる国々、現在の流通機構の発達している現在、

アメリカのカリフォルニア米であるとか、東南アジアであるとか、あるいは

これらの国々の方々は何とか日本に米を売りつけたいということでー中国、

生懸命になっておった時代でございます。政策的には、ガット・ウルグアイ

-ラウンドで我が日本も将来は米の消費量の 8%ぐらいは買わなければいけ

ないことになっておるわけでございますが、我が大和民族 1億 2，000万、今

後日本の人口がどの程度になるか、ふえるのか減るのか、現在では若干減少
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しかしながら何とをたどっておるということもあるいは聞いておりますが、

いってもこの米問題は日本人の主食でございます。もしも本当に足りなくな

った時代が来たらどうか。先ほど申し上げましたアメリカ、中国、東南アジ

そのときアがよその国どころではない、自分の国が食べるのでいっぱいだ。

に日本列島を大冷害が襲った場合に、あるいは不況が襲った場合にどうする

か。やはり 1年間の備蓄、それだけは絶対に用意しておかなければならない

と存じます。

日本全国各地におきまして構造改善、基盤整備が行われておしたがって、

るわけでございますが、我が館山市といたしましてもようやく半分の域を超

えたということは聞いておりますが、まだまだ基盤整備を行う余地のあると• これらの問題も早期解したがって、ころは私も十分承知いたしております。

決をして、いつでも米作に切りかえられるように立派な一級水田をつくって

おく必要があると思うのであります。

そこで市長さんにお伺いをいたしますが、基盤整備問題を初めとして、農

道問題、あるいはまた次の世代の後継者が農業に魅力を持つような米づくり

政策をどのようにお考えになっているのか、市長さんのお考えをお伺いいた

したいと思うのであります。

これはもう絶対必要なこれと同時に、やはり後継者が農業に魅力を持つ、

これらの問題にも力を入れていたことでございます。施設園芸、観光農業、
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だかなければなりません。観光いちご 1つを例にとりましても、ほんのわず

かな期間でございます。幸いにして我が館山市は温暖な気候であり、四季を4 
通じてすべて観光農業ができるように、適地適作を施策の中に入れていただ

きたいと強く要望するものでございます。

さて、第 4番目、庄司市長さんの今後の政治姿勢についてでございます。

庄司市長さん御就任以来、外交問題、内政問題におきまして、夜を日に継い

で本当に一生懸命館山市政の発展のために御努力してくださいました。外交
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争 間彊といたしましては、県庁に、あるいは大蔵省に、建設省にと一生懸命館

どこの省庁へ行っ

ても館山の庄司市長さんということで、非常に好感を持たれております。内
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政問題におきましても、本当に館山市の福祉の問題、あるいはまた観光の問

題、農政問題、一生懸命御努力してくださっております。館山市民の声は、

庄司市長さんにこの先もっとずっと長く市長職をやっていただきたいという

声が日に日に高まってきております。来る 11月に任期を迎えられる庄司市長

さん、今後の政治姿勢についてどのようにお考えになっておられるか、公式

の場においてその所信を表明していただきたいとお願いするものでございま

す。

以上をもちまして質問を終わらせていただきますが、御答弁によっては再

質問をさせていただきますが、再質問のないように明快な御答弁をお願いし

、たいと思います。

終わります。

庄司市長。実君)。議長(辻田

厚君登壇)(市長庄司

ただいまの斉藤議員の御質問にお答えいたします。厚君)。市長(庄司

まず、大きな第 1、安房医師会病院の改築と救急医療センターについての

その必御質問でございますが、安房医師会病院の整備充実につきましては、

要性を強く認識しております。現在安房医師会を中心として鋭意検討されて

いるところでございますが、進捗状況につきましては、安房医師会では、医

この作業部会として新病院の機能師会病院・健康増進センター建設委員会、

計画部会、設計部会及び経理部会を組織いたしまして、それぞれ内容検討を
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進めていると伺っております。
、‘・

次に、大きな第 2、総合福祉会館の建設計画についての御質問でございま

すが、今年度当初予算におきまして、議員の皆様方の御協力をいただいて調

査委託料を計上いたしました。館山市の福祉関連施設の現状を踏まえまして、

コンサルタント

に基礎的な調査を委託し、総合的な観点から検討を重ねてまいりたいと考え

地域福祉センターの性格及び機能並びに位置づけについて、

ております。

日本の農次に、大きな第 3、農業政策についての御質問でございますが、

業も国際的関係において非常に難しくなってきておりまして、特にガット・
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日本農業は重大な危機が論議されているとこウルグアイ・ラウンド合意後、

こうした状況を認識しまして、現在館山市では、国の新政ろでございます。

これらを踏まえまして、館山市の特性を策及び千葉県21世紀農業展望構想、

生かした効率的かっ安定的な農業経営を目指すために、館山市基本計画に沿

って、生産基盤の整備、経営の近代化、中核農家の育成、観光農業と地域特

産物づくりの推進をしているところでございます。今後とも関係機関との連

これら事業の推進を図ってまいりたいと考えております。携を保ち、

次に、大きな第 4、私の政治姿勢についての御質問でございますが、私は

平成 2年の12月に市長に就任以来、活力ある文化福祉都市の実現に向けて、

この基本認識に立ちまして、常に住民の一貫して市政は市民とともにある、• 立場で考え、ともに歩む姿勢で市政を進めてまいりました。早いもので、任

この間、御案内のような厳しい期もあと 6カ月を残すところとなりました。

財政環境ではございましたが、地域発展の基礎となります都市基盤整備を着

実に進める中で、産業の振興を図るとともに、県立南地域文化ホールの建設

決定や婦人会館の改築、デイサービスセンターの建設等を通じ、市民福祉と

市民生活の向上、生涯学習やスポーツ等教育文化の振興に努めまして、館山
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市の発展に、ささやかではございますが、寄与できましたことは、ひとえに

この機議員の皆様方を初め、市民各位の御指導と御協力のたまものであり、

会に改めて心から感謝を申し上げます。

御案内のように館山市は、首都圏からの時間距離を大幅に短縮する東京湾

横断道路や東関東自動車道館山線の整備にあわせまして、南房総広域水道企• 業団によります用水供給事業が着実に進展しておりまして、まさに南房総の

こうした中で、現在館山夜明けとして大きな時代の転機を迎えております。

市政におきましては、上水道や安房地域初の公共下水道、館山駅周辺市街地

整備、橋上駅舎の建設促進並びに館山工業団地建設やウエルネスリゾートパ

ビーチ利用促進モデル事業、地域医療問題等、重要な諸問題が山ーク計画、

守

、ー積しておりまして、 21世紀に向けた館山市のまちづくりを考えますとき、

れら課題の解決は私に課せられた責務であり、義務であると痛感していると

ころでございます。私はこのような使命感に立ちまして、なお一層の市政の

51 

F
v
a
t
s
h
a
t
p昨
年

哨

l
k車

3
1
9器
移
止
場

psa--官
i
a
・事

E.，zf
a
z
，

l
u
p
 



発展、市民福祉の増進のため、すべての情熱を傾け、全力を尽くしたいと考

えております。今後とも皆様方の変わらぬ御指導、御協力を賜りたくお願い

申し上げまして、私の所信といたします。

。議長(辻田実君) 4番。

@4番(斉藤 実君) 第1点目、安房医師会病院の改築と救急医療センタ

一、この問題はやはり何といっても安房医師会が中心となってすべてを進め

ていかなければ、これは完結しない問題であり、この医師会のいろいろな決

定、またその組織の決定を待たなければ、行政もこれは一一あるいは行き過

ぎの感がある、このように考えるところもあるわけでございまして、ちょう

ど前任者と後任者が交代したばかりでございます。したがって、時間的にも

なかなか難しい問題もあろうかと存じますが、医師会の方も一生懸命にこの

問題に取り組んでおられるようでございます。新会長さんになられた梅園先

生に 5月の中旬ごろ私も招待いただきまして、先生は就任のごあいさつだと

簡単に私におっしゃってくださいましたが、私ごときにそういうことではな

くて、医師会病院内の救急センター問題、あるいは医療行政のいろいろと話

し合いを一一約 2時間ほどその機会を与えていただきました。医師会として

も全力を尽くしてこの問題に当たるという決意を示されておりました。どう

か医師会のこのいろいろな諸施策に行政も一生懸命、全力を挙げて応援して

くださるように要望いたしまして、第 1点目は終わらせていただきます。

第 2点目でございますが、総合福祉会館の建設計画、ただいま市長さんの

本当に公約を果たされた御答弁をいただきました。今後とも市民が本当に熱

意を持ってこの会館の建設をこいねがっております。早期の実現を要望いた

しまして、第 2点目も質問を終わらせていただきます。

さて、第 3点目の農業政策でございます。現在農地の約50%以上が基盤整

備柊了ということも前の質問者の中で聞いております。したがって、今後の

基盤整備に対する姿勢、あるいはどうしても基盤整備のできないところ、そ

のようなところも、現在の機械化、農業機械の大型化時代を迎えまして、ど

うしても農道が必要でございます。そのようなところにどのくらいの補助を

今後どのように進めていかれるか。農業後継者にとりましては大変重要な間
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題でございますので、もしここに資料などございましたならば、基盤整備問

題と農道、あるいはまた施設菌芸等に対する補助、今後のお考え等、数字の

資料がございましたならば、数字を挙げてお聞かせをいただきたいと思いま

す。

。議長(辻田 実君) 小沼経済部長。

。経済部長(小沼 晃君) まず、基盤整備に関する御質問でございますが、

基盤整備率はただいま御質問にございましたようにおおむね50%を超えてい

る、 50.3%程度一これは経営耕地面積に対する整備率でございます。先ほ

ど市長の御答弁で申し上げましたように、やはり生産基盤の整備というもの

はあくまでも基本的なものでございますので、今後とも整備は進めてまいり

たい、このように考えております。現在は、いわゆるほ場整備というような

ものにつきましては、沼地区で団体営で実施をしておるところでございます。

今後農業者の皆さん方といろいろ御協議申し上げまして、ほ場整備の御要望

があれば、市としても積極的に対応していきたい、このように考えておりま

す。

なお、平成 6年度の基盤整備に関します補助額でございますが、小規模土

地改良事業、それからただいま申し上げました沼地区の団体営の土地改良事

業、それから大井地区の県単の小規模の土地改良事業、これらが主なもので

ございますが、約 2.130万ほど平成 6年度では予算化をいたしてございます。

それから、農道の整備状況でございますが、これは土地改良事業によりま

す幹線農道、この整備率は約65%強でございます。今後も農道整備は継続し

て続けてまいる、こういう考えでございますが、平成 6年度で申し上げます

と、那古地区一一これは亀ケ原でございますが、それと二子地区を予定いた

しております。金額で申し上げますと、約 6.400万ということでございます。

それから、最後の御質問でございますが、施設園芸についての御質問でご

ざいますが、生産基盤のできたところではいわゆる近代化というようなこと

で、市としても基本的にこれを進めているところでございますが、平成 6年

度につきましては施設園芸整備一これはすべて補助事業でございますけれ

ども、補助金総額で 4.280万ほどを計上してございます。内容で申し上げま
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これはナシでございますすと、いわゆる果樹生産振興というようなことで、

こういうようなものをそれからいわゆる多目的な防災網、が、果樹棚とか、

リースハウス事業といそれから、補助事業として整備を進めてまいりたい。

これにつきましても、館山市内うのが県の事業であるわけでございますが、

の広い範囲におきまして、ハウス19棟でございますが、約 1万 6.000平米ぐ

それから、いちごの関これの整備を進めてまいります。らいでございます。

これはハウスの建設でございますが、館野地区で係でございますけれども、

3棟、約 3.132平方メートル程度の整備を 6年度では予定してございます。

います。

も
数字的に申し上げますと以上でございます。

4番。実君〉。議長(辻田

幽

F
'
t
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細かいところまで御答弁いただきました。今後とも実君)@4番(斉藤

後継者に魅力のあるような農政をしいていただくためにぜひひとつお願いし

たいと思いますが、小沼部長さんは本当に一生懸命に農政の問題についてか

-

智かわっていることは私もよく存じております。各町に呼ばれますと、菜っぱ

そしてまた現地服を着て長靴を履いて、現地を本当によく調査研究されて、

の人たちとよくお話し合いをされて、皆さんの声を十分に市政に反映してく

ださっておるわけで、市民は大変に高く評価いたしております。今後とも庄

ひとつ後継者に魅力にある農政をしいていた司市政を盛り上げるためにも、

だきたい、かように思うわけでございます。要望いたします。

も島
さて、第 4点目でございます。庄司市長さんの本当に一生懸命な姿は一

館山市民は本当に心より今後長くやっていただくことを期待いたしておりま

す。健康に留意されて、ずっと長く市長さんの職をやっていただきまして、

これですべて館山発展のために御尽力いただきたいとお願いいたしまして、

A
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の私の質問を終了いたします。ありがとうございました。

実さんの質問を終わります。以上で 4番議員斉藤実君)。議長(辻田

馨さん。御登壇願います。6番議員植木次に、

馨君登壇)

既に通告いたしておきました 3点についてお尋ねい
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たします。

まず第 1点は、競技場及び運動場等スポーツ施設の整備充実についてであ

りますが、この件につきましては、本年 3月、新年度当初予算案の中で、東

市民運動場並びにコミュニティ広場が医師会病院及び文化ホール建設予定地

となっており、近々のうちに使用できなくなるため、これにかわる競技場、

運動場施設の建設整備を早急にすべきであり、特に最近サッカーは全国的に

熱狂的な人気を集め、小、中、高、大学ともに今まで人気の的であった野球

を上回る勢いでサッカー熱が盛り上がっており、社会人サッカーや愛好者チ

ームも年々増加していることが報道等で見聞されます。近年、本市並びに管

内市町村においても同じような状況下にあるように受けとめております。し

たがって、今後競技場及び練習場施設等の利用が大いに見込まれます。しか

しながら、 11市町村のリーダー的立場である本市には、藤原運動公園を除き、

これといったスポーツ熱を誘発する施設がないことはまことに寂しい限りで

す。スポーツ人口の増加と市民スポーツの多様化、需要に対応した施設の整

備を早急にすべきであると思います。

そのような必要性、観点から、本年度当初予算案の中で関連質問として出

しましたが、明確な回答が得られず、この件については次回触れることで打

ち切らせていただきました。この施設建設に目を向けている私たちから見て、

候補地としてすばらしい市有の遊休地があるので、市執行部が探り当て、競

技場等スポーツ施設候補地の選定や立案について 6月ごろまで出せるよう要

望しておきましたが、これらを含め、具体性のある積極的な御答弁をいただ

きたいと思います。

次に、第 2点はサッカ一等スポーツを通じてのまちおこし及び活性化対策

についてでありますが、本市は過去、総合保養地域整備法に基づき、滞在型

リゾート、海洋性リゾート構想の中で民間企業の誘致等に努めてきたが、大

林組を初め各企業は採算性の問題から撤退。また、観光振興の面からいろい

ろな観光施設の整備を手がけ、イベント等誘客活動に努力をしてきたようで

すが、結果としては、見て遊んで通り過ぎ、宿泊先は白浜、鴨川、天津小湊

といった周遊型観光となっており、余り経済的波及効果が上がっていない状

F
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に
d



況にあると受けとめています。例えば、民間の各宿泊施設は空室が多く、年

間民宿等は夏季だけに切りかえ、商底街は閉屈する庖が年を追うごとにふえ

ている状況です。このように乾き切った現状を捨てておいてよいものでしょ

うか。市民が経済的に地からにじみ出る湿り気を十分持った底力のある経済

地盤づくりをしていくことが何をおいても大切なことであり、そのためには

経済的波及効果をねらった地域活性化対策を図っていくことが今後の大きな

課題ではなかろうかと思います。

幸いにして、東京湾横断道路並びに東関道館山線が完成に向かつて着々と

進んでおります。また、水上特急パスといいましょうか、東京一館山間の高

速艇計画も、受け入れ環境整備が整っていれば考えていきたい企業もあると

伺っています。四、五年後は本市も大きく環境の変化が到来することは周知

のとおりであります。このようなときを迎えようとしているときだけに、観

光リゾート振興に期待をかけるだけではなく、さらに一歩前進した健康で明

るい自然と調和のとれたほかに多く見られない個性的なまちづくりが考えら

れないものか。

そこで、私は景気等の影響力の少ないスポーツを通じたスポーツのまちづ

くり、まちおこしをねらった方が地域活性化への近道ではないかと思います。

御承知のとおり、現在野球をしのぐ勢いで熱狂的な世界のスポーツ、サッカ

ーが浮上、スポーツ熱を誘発している昨今の情勢をとらえ、日本各地でサッ

カーをまちおこしの決め手にしようという自治体がふえている報道をたびた

び目にいたします。多くはプロサッカ一、 Jリーグの本拠地をねらった Jリ

ーグ仕様の競技場の建設とか、 Jリーグホームタウンをねらったスポーツ文

化拠点にしたいといった計画が主なようです。オフシーズンの 1月から 3月、

冬季強化合宿での技術の調整にマッチした地理的気候、条件の整った地域は

少ないようです。その点、南房総は、首都圏からの地理的、気候的要因から、

一年を通じ、サッカー強化合宿遠征地としては最適であると専門家は高く評

価しています。年聞を通じ、社会人、大学、高校、中学チームの合宿、試合

も

‘』

地として、また将来 J1、 J2のプロチームの調整地として結集させるため ! 
の機能化や、サッカーマニアの誘客促進等を通じてのまちおこし、活性化が
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考えられますが、市長のこの理想実現への受けとめ、考え方についての御見

解をお聞かせいただきたいと思います。

次に、第 3点は JR館山駅に介護用昇降機の設置についてでありますが、

5年後には24本市も急速な高齢化により、 65歳以上の高齢者が20%を超え、蜘
N

品
卵
白
ザ

%台になろうとしています。高齢者が生きがいのある豊かな生活が送れるよ

うなきめ細かな福祉対策が最も重要な施策となっております。同時に、近代

日本の医学、医療の進歩により、交通災害、労働災害や疾病等による身障者

も

~ι

争
ゆ
榊

の増加も強い関心を持たずにはいられません。肢体不自由となった身障者の

方々も、地域社会の中で健康な人たちと同じように生きがいのある生活を送

りたいと強い希望を持っていると思います。旅行に行きたい、東京の子供の• この心理は生きてところやこの地を離れていった友人のところに行きたい、

まして、交通機関のよくなった現在、いる人間の本能ではないでしょうか。
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このような方たちが足を引きずり、松葉づえをついたり、車いすに乗って介

護者とともに旅立つ姿をしばしば見受けます。
山

明

倒

小

、

肺

馳
W
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この方たちの姿を見て、一番苦しみ、閤っている様子は、駅ホームの階段

を上りおりするときです。介護者一人ではどうにもならない場面があります。。ri
A
T

まして、介護者が女性の場合は大変な苦労です。私も二、三度手をかした体

そのとき、介護用昇降機があればとつくづく感じ、私の脳裏験があります。

このような方々のために、行政福祉施策の中で優しいから離れずにいます。

手を差し伸べてやらなくてはと意を強く持っているものです。温かい心の通

う健康福祉都市を目指す本市にとって、肢体不自由な身障者の方々へのきめ
~ 

細かい配慮が必要であると思います。安心して上りおりができる JR館山駅

その実現に努力をおに介護用昇降機設置の必要性を強く認識していただき、

願いするものです。市当局の御所見をお伺いいたします。

以上 3点について質問いたしましたが、御答弁により再質問させていただ

きます。風邪を引いておって、ちょっとまずいところもございましたけれど

も、御容赦願います。

庄司市長。

厚君登壇)
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ただいまの植木議員の御質問にお答えいたします。厚君)。市長(圧司

大きな第 1点、競技場及び運動場等スポーツ施設の整備に関する質問並び

スポーツを通じてのまちおこし及び活性化対策につきまして、に大きな第 2、

これにつきましては教育長より御答弁申し上げます。

これにつきましJ R館山駅に介護用昇降機の設置について、大きな第 3、

J R館山駅改築問題につきましては、御案内のての御質問でございますが、

とおり、昨年館山駅橋上駅舎建設促進協議会を設立いたしまして、そしてこ

の問題を検討中でございます。現在の進行状況でございますが、現在駅舎改

この駅舎築に向けまして整備手法等を検討しているところでございまして、

、改築計画の中で、エレベーター等の設置を計画しております。

以上でございます。

高橋教育長。実君)。議長(辻田

(教育長高橋博夫君登壇)

お答えいたします。。教育長(高橋博夫君)

大きな第 1、競技場及び運動場等スポーツ施設の整備充実についての御質

スポーツに親しむ市民の姿も数多く間でございますが、自由時聞が増大し、

見られる昨今、生涯スポーツに対応できる拠点施設の整備充実はこれからの

スポーツこのたび、スポーツ振興を図る上で必要であると考えております。

愛好者によりまして多目的運動場の新設に関する陳情書も提出されておりま

スポーツ施設の整備充実につきましては、今後用地の選定等を含め、将す。

来を展望した施設のあり方について、関係団体の意見等を参考にし、対処し
、除

てまいりたいと考えております。

次に、大きな第 2、サッカ一等スポーツを通じてのまちおこし及び活性化

対策についての御質問でございますが、館山市におきましては、従来からス

地
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ポーツ行事の開催を通じた地域の活性化を図るため、全国各地から 5.000人
蜘

を超える参加申し込みのございます館山若潮マラソン大会の開催及び全国の

さまざまな高校剣道の強豪が集う若潮旗争奪全国高校剣道大会の実施など、

スポーツ行事を展開しているところでございます。今後もこれらのスポーツ

行事の開催を通じまして地域の活性化及びスポーツの振興に努めてまいりた
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いと考えております。

以上です。

6番。実君)。議長(辻田

この施設に対しては必要性ただいま御答弁の中で、馨君)。6番(植木

を強く感じているということで、各種団体と協議して今後対処していきたい

ということでございますが、現在の市の体育施設の使用状況を見ますと、多

それから東市民運動目的グラウンドの市民運動場が平成 5年度で約 2万人、

場が 4.000人、かつては、平成元年当時は約 1万人の利用者があったわけで

これはコミュニテ6.000人減っているということは、ございますけれども、

ィ広場が最近利用が多くなったためと思われます。• この施設をほかの施設と比較して、利用者が群を抜いずれにしましでも、

いて多いということは、それだけ多くの市民が多様化した野外スポーツによ

る体力づくりや技術の向上、そういった面から非常に利用価値がある、効果

そのスポーツの重要ながあるものというふうに私たちは推察しております。

活動拠点の一部が近々のうちに使用できなくなるわけですから、市民にとっ

ては非常に大変なことでございます。今回館山市に社会人サッカーチーム

一今答弁にありましたように、代表者による切実な陳情が出されています

これは本当に真剣に受けとめて、早期に具体的な対策を考えていくべきが、

ただいまの御答弁の中ではこれは急を要することであって、でありますが、
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大体どの程度までの計画を持っているという具体性が出ておりませんので、

もう一歩突っ込んだ具体的な考えがあればお聞かせ願いたいと思います。， 
修

高橋教育長。実君)。議長(辻田
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ただいまお話ししましたけれども、具体的にどこ。教育長(高橋博夫君)

までということではございませんで、現在検討中ということでございまして、

しかしながら現段階といたしましては、関係スポーツ課を通じまして、候補

地等につきましてはもう歩き、そして一応候補地というものを考えてはおり

ますけれども、それが実現が可能であるかということはまだ決定には至って

おりません。

なお、その点につきまして、先日館山市のスポーツ振興審議会が開催され

59 
J 



欝
種
本
勢
主
要
ず
号
品
孟
襲
五
轟
霊
場
流
事
ノ

ましたので、委員の方々とともにその候補地へ参りまして、御意見等を参照

どういう計画で進めるかといういたしまして、今後のことにつきましても、

ことをさらに煮詰めていくという段階までに現在きておるものでございます。

以上でございます。

6番。実君)。議長(辻田

ちなみに、管内の市町村の平成 5年から 7年までの馨君)。6番(植木

その整備計画スポーツ一一レクリエーション等を兼ねておりますけれども、

を見てみますと、鴨川市が39億 5，900万円、それから富山町が13億 500万円、

3億以上の市町村の整館山市が 3億 7，600万円、千倉町が 3億 7，000万円、

備の予算計画はこのような数字が挙げられますが、特に鴨川市の場合、体育

司.

それから県南初めての公認陸上競技場の施工が館の建設費が24億 5，000万、

決定されたわけでございますけれども、新聞等でごらんになったと思います

けれども、本体工事が11億 6，390万円という一総事業費で14億1.400万円

この内容等は本当にびっくと承っていますけれども、いずれにしましても、

これは既にもうお開きにりするようなすばらしい施設の内容でございます。

なっておわかりになっていると思いますけれども、あと富山町にしても、富

山町のふれあいスポーツセンタ一一一これは体育館の建設も既に終わったわ

これも最近私見てまいりましたけれども、非常にけでございますけれども、

これも 13億 500万ほどかけてやっておるわけでござすばらしい施設である。

いますけれども、いずれも市、町の住民の体育の向上とかスポーツの振興、

、hそのほか各種のスポーツを通じてのこういったのはもちろんですけれども、

こうし1マニアといいますか、ファン、それからもう一つは、試合地として、

った者を集めて、いわば滞在型誘客活動を加えた地域活性化をねらつての整

どうせやるなら大きな計画で、市民の大切な備計画であると聞いています。

お金を使わせていただくんだから、必ず経済的活性化を誘導して、長い年月

そういったまさにプロ的発想には市民の懐にお返ししていくというような、

計画といいますか、そういうものを持っているように感じます。

T 
本市の場合は、通例予算の中で、中学の柔剣道場建設だとか、校庭プール、

『

、ーテニスコートの改修といった教育施設の整備というのが主なようですが、
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れは教育環境整備や充実の面からぜひやっていかなきゃいけないことなんで

すが、本市にはもう一歩前進した発想といいますか、そういうものが足らな

いように思われます。どう見ても、鴨川に先を越されたと、一歩も二歩もお

くれているように思うわけです。ですから、本市も鴨川とは違った角度から、

時代の先取りをした個性的な規模、質ともに高いスポーツの熱を誘発できる

ようなすばらしい多目的なスポーツ施設の整備充実を考えていくべきである

というふうに思っておるわけです。それについては市当局のいろいろなお考

えもあろうかと思いますので、今後のとるべき対策、そういったものがあれ

ばお聞かせ願いたいと思います。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) 先ほどお答えいたしましたけれども、今植木議員

さんのおっしゃるようなことを私どもはスポーツ審議会におきましてお話し

合いをしている段階でございます。また、市といたしましても、総合開発的

なものとしてのーーいわゆる基本計画の中にもございますウエルネスリゾー

トのいろんな面も含めまして、そういうものについて現在審議会を通じまし

て御建議をいただくようにし、先進地等も近々視察等を加えながら、その辺

につきましては検討を進めていくという現在は段階にきております。

。議長(辻田実君) 6番。

。 6番(植木 馨君) 今までの一応御答弁の中では、私が市当局に宿題と

して出しておきました候補地等、そういったものが具体的に提示されておら

ないわけですけれども、これについて実はお聞きしたかったわけですけれど

も、出ないということであれば、私の方からひとつ我々の目から見た一応候

補地というものを具体的に提示して、内容的にもちょっと触れてみたいなと

いう考えがございます。

それは、もう御承知のように豊房育成牧場がこのたび閉鎖になったわけで、

その牧草地として使用しておった出野尾の清掃センターの隣地の広場がある

わけでございますけれども、この広場が現在育成牧場が閉鎖されたために遊

休地になっているわけです。そんなあれで、市の財政上から、現在すぐやる

ということであれば、この有効利用には早期に取り組むことができるんじゃ
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ないか。土地を買って、それからやるんだということではなかなか時間がか

かろうかと思いますけれども、市有地でございますので、一応すぐいろんな

計画、企画に取りかかれるというふうに私は思うわけで、これが取り組むに

は一番よい候補地じゃないかと思いますが、市の方の考え方をお聞かせ願い

たいと思います。

。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) 先ほど御答弁申し上げました一候補地というこ

とで先ほどお話をしておきましたけれども、ただいま議員さんお話しの豊房

のあの清掃センターの隣地も確かにその候補地でございまして、調査はして

いるところでございます。

。議長(辻田実君) 6番。

。 6番(植木 馨君) いずれにしましでも、一応市民は一日も早く立案、

計画を立てて、早期の建設を要望しているわけでございますから、この課題

をスポーツ審議会等をもう一遍通して、早期に取り組んでいくようお願いし

たいわけでございます。

このスポーツ施設は私らも一応一商売じゃないわけですから、素人の考

えであれしますと、面積は約 8.000坪あるそうです。約 2万 4.000平米です

か。ですから、ここにメーン競技場一大体 100メーターの 110メーターと

いう、これだけあれば公認競技場ができるわけですから、だから大体1万 L

000平米あれば何とかやれる。それからあとは、練習場等も 90の70あれば、

これは十分使える。そして、約 6.300平米あるわけですから、 2つつくると

したらば約 1万 2.600平米、合わせると 2万 3.600平米ということで、大体

メーン競技場が 1つ、それから練習場が 2っという、そのくらいの施設が可

能な場所でございます。あと、駐車場等は隣接地を買収していけば、これは

十分それに対応できる。それから、もう一ついいことは、あそこは焼却炉か

ら出るお湯ですか、給湯利用ができるという、いわば選手の方々へのシャワ

ー施設というものが十分完備できるというような、そんな見方もしているわ

けでございますけれども、そういう考え方はある程度お立てになっておるわ

けですか、ちょっとお伺いいたします。
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。議長(辻田 実君) 高橋教育長。

。教育長(高橋博夫君) 今は議員さんの方はサッカーだけということでお

話がありましたけれども、私どもといたしましては、サッカーだけというわ

けではなしに、やはり多目的な活用ということでもって、市民の方にそれを

御利用いただくということで現在は話を進めている段階でございまして、た

だあの隣接地の問題につきましてはいろいろの問題もございますので、各課

とも相談をしなければならない点も出てまいりますので、その点は各課と煮

詰めながら、その利用の仕方、またその規模についてもさらに検討していき

たい、こう考えております。

。議長(辻田実君) 6番。

。 6番(植木 馨君) 私はサッカーだけということじゃなく、やはり今一

応ゲートボールとか、そういうものが非常に盛んになってきているわけで、

もちろんこれは芝生にすれば、ちゃんとゴルフ場のようなコース管理をきち

っとした芝生にすれば、ゲートボールも十分これはやってし、かれる。あとは、

グラウンドゴルフも十分これはやっていかれるということで、サッカー、ゲ

ートボール、グラウンドゴルフとか、そういうもののいろいろなことに利用

できるんじゃないかしらということで、サッカーだけということじゃ、私の

今の考え方はそうじゃございませんから、あとはそれは何コースかの一応鴨

川と同じようなそういう設備をしていけば、これは別でございますけれども、

だけれどもそれはそれなりに今度はまた練習場を縮小すれば、十分あの中に

入るんじゃないかなというふうに私は思うわけでございますけれども、そん

なやはり考え方も取り入れながら、ひとつこの多目的競技場の早期実現に取

り組んでいただきたいわけでございます。これはもう市民の要望でございま

すから、早速でもかかれるところでございますんで、よろしくひとつ御対処

のほどをお願いいたします。

次に、第 2点の問題でございますけれども、私もちょっと不勉強でござい

ますから、いろいろな点、お聞きしたい点がございます。まず第 1点は、リ

ゾート開発に取り組んできた企業の理由に採算性の問題ということがあった

わけですけれども、これをまず確認させていただきた l'o これで撤退したの
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かということ。それから第 2点目は、現在計画中とか取り組んでいきたいリ

ゾート開発の企業がどの程度あるのか、また今後の見通しについて。第 3点

目は、平成 5年度の観光客の館山市の入り込み状況。第 4点目は、平成 5年

度の宿泊施設の入り込み状況。それから第 5点目は、平成 5年度の観光客が

本市に落とした金額の推定額。これをちょっとお聞かせ願いたいと思います。

O議長(辻田 実君〉 小沼経済部長。

。経済部長(小沼 晃君) まず、最初の御質問のリゾートのプロジェクト

の撤退の理由ということでございますが、これは館山レインボータウン計画

一場所といたしましては館山地区の笠名、大賀から西岬の香、塩見、浜田、

見物、早物、この地域にまたがる計画であったわけでございますけれども、

企業の方で平成元年の初めから地元説明等に入っておったわけでございます

が、その説明会の後、アンケートを実施したということを聞いておるわけで

ございます。その結果といたしまして、地権者の 3分の 1が賛成、 3分の 1

が反対、 3分の 1がわからないというような、そういう結果が出たという報

告を受けておるわけでございます。それから、地権者の数が1.000人を超す、

非常に多いというようなことの中で同意を得ることが難しい、そういう判断

のもとで事業を断念した、このように承知をいたしております。

それから、そのいわゆる後継企業といいましょうか、そういうようなこと

についてどうかという御質問でございますが、 3年度から 4年度にかけまし

て2社程度の打診があったわけでございますけれども、打診だけで終わって

いると、そういう状況でございます。それ以後ございません。

それから、平成5年度の観光客の入り込みでございますが、 169万1， 000 

人という推計数字でございます。それから、そのうちの宿泊施設への入り込

みということでございますが、これは推定で62万1， 000人という数字でござ

います。それから、消費金額でございますが、平成 5年度でございますが、

75億 600万というふうに推計をいたしております。

以上でございます。

O議長(辻田実君) 6番。

。 6番(植木 馨君) どうもありがとうございました。
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ただいま御答弁をいただきました 5点の中から見ましでも、撤退理由、こ

れが本当に理由が理由だけに、今後の開発に取り組んでいく面に対しては、

非常にいろいろな面で企業、そういったものも考えてくるんじゃないかとい

うふうに考えております。リゾート開発にこれから取り組んでいきたいとい

う企業も現在のところは見当たらない、今後の見通しもつかないというよう

な状況のようでございます。

また、観光面においても、例えば鴨川と私は比較させていただきますけれ

ども、観光客の入り込み状況でございますけれども、約 110万ぐらい館山市

が少ないというような状況でございます。鴨川市は約 284万ぐらい入ってい

ますんで、そういった比較が出てくるわけでございます。あと、泊まり客の

方でございますけれども、これが約22万ぐらい少ない。それから、観光客の

落としていった金でございますけれども、約 105億鴨川との差が出ていると

いうようなことでございます。過去の60年代からの推移を見てみますと、だ

んだん落ち込んできているというような感じを受けるわけでございます。そ

ういったことを一応考えてみますと、観光に力を入れている割合に、例年と

比較して横ばいからちょっと下降ぎみであるというようなことが考えられる

わけでございますけれども、現在のところ、これ以上観光に経済的波及効果

を期待するということはちょっと無理のように考えます。市当局として、こ

ういった効果ある対策が今後どのようにとられていくか、そんな考え方がも

しあればお聞かせ願いたいと思います。

。議長(辻田 実君) 小沼経済部長。

。経済部長(小沼 晃君) 今後どういうような対策が考えられるのかとい

うような御質問でございますけれども、館山市には施設がないから通過する、

通過地帯になってしまっているというようなお話もあるわけでございます。

ただ、この施設というものはなかなか簡単に整備できるというようなもので

ないわけでございます。したがいまして、現時点で考えられることというこ

とになりますと、現在埋もれているような観光資源の再検討といいましょう

か、それといわゆるソフト的な部分一一東関東自動車道ないし東京湾横断道

路の開通等も数年のうちには見込めるわけでございますので、とりあえずは
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そういうものからいろいろ業界と合わせながら、業界と協議しながら進めて

いく。できれば、そういう交通環境といいましょうか、整備されてくるわけ

でございますので、しかるべき企業の誘致、ウエルネスリゾートパーク計画

等もございますので、その中でその辺も検討をしてまいりたい、このように

考えております。

以上です。

O議長(辻田実君) 6番。

。 6番(植木 馨君) どうもありがとうございます。

一応今の御答弁ではほど遠いような御答弁をしているわけでございますけ

れども、景気浮揚対策とか、そういうこれからどうやっていくかということ

に対して、大筋のところはわかるような気がしますけれども、私が今提案し

ておりますのは、要するにそういう景気、不景気とか、そういうものの影響

のないスポーツを通じてのスポーツのまちづくり、まちおこしということを

観光と合わせて、両輪対策が考えられないかというのが私の本音でございま

す。そんなことで、これからそういった両輪対策に対して、先ほど私がここ

で通告をいたしました点をどう受けとめておられるか、その考え方、そうい

ったものがあれば、ここでもう一遍お考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

。議長(辻田 実君) 永野市長公室長。

。市長公室長(永野 修君) ただいまの経済部長の中にもございましたが、

基本的には埋もれた資源というような形でもって言いましたけれども、館山

市の基本的な方向としては、やはりウエルネスリゾートパーク構想を進めて

いきたい、このように考えております。この中では一一これは元年度に基本

構想が策定されたところでございますけれども、その中にも運動公園の拡張

を含むスポーツエリアがあるわけでございまして、この辺のことに関しまし

ては、県のスタンスが今現在運動公園の一県立の運動公園は、施設として

は完結したというスタンスはあることはあるんですが、館山市といたしまし

ては、それらの拡張を含めて、やはり滞在型のスポーツ施設、そういうもの

をつくりながら地域の発展につなげてまいりたい。そういう作業を今現在も
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進めておりますし、今後強力にそれらを関係各機関に働きかけてまいりたい、

このように考えております。

6番。実君)。議長(辻田

ウエルネスリゾートパークの中でそういった施設の馨君)。6番(植木
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取り組みということを考えておられるようでございますけれども、市はもち

ろんこれは誘導型の施策というものをそういった中で取り上げてもいいわけ

でございますけれども、一番大切なことは、やはり民間志向型のまちづくり

を考えて、経済的に活力のあるまちをつくっていくということを強く強調し

ているわけでございますから……。

そういった面のことで、菅平の話にちょっと時間があれば触れてみたいと• 、'.);

思いますけれども、菅平は、昭和 6年ですか、法政大学が戸倉温泉のある戸

倉でキャンプを張ってやったときに、上田丸子電気鉄道の専務取締役の柳沢

健太郎氏という方が法政大学のラグビ一部長の高橋一太郎先生に、菅平にホ

テルをつくったんだが、冬だけしか使わなくて、あとはあいちゃっている。

じゃうちのほかのシーズンで使う方法はないかという相談をかけたところ、

大学でもって夏季の合宿訓練に使わせてくれということのきっかけから始ま

そういうそれからその後に早稲田大学とか日大とか、ったということです。

のが来て、全国から各大学が集まって、現在集まっている一これは大学ば

かりじゃなく、中学、高校、大学、社会人も集まっているわけでございます

けれども、現在約 800団体が入ってきているというようなまでに大きくなっ

てきたという一一それで、大体その経営のあれを見ますと、現在この菅平は• ν 

そのうちの78戸が兼業農家で、全部旅館とか民宿をやっ130戸ありまして、

その78戸で約 1万 2.000人の観光客とかスポーツ関係の人を収容でている。

シーズンになると満杯だというーーその78戸が要きるだけの能力を持って、

そのうちするに一一 75面もラグビーのグラウンドがあるわけですけれども、

テニスコートそれから、の64面を要するに民間民宿とか旅館で持っている。

270面を一応旅館とか民宿が持っているとも 275面あるわけですけれども、

そういうことで、約46.6平方キロメートルの小さなところに 1年間にし、う、

約 140万人ぐらいの方たちが一応入ってきているという、そういった一一ラ
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クピーとか、そういうものが始まると、ラグピー銀座という様相に一変する

というようなにぎわいを見せているということを聞かされてきたんですけれ

ども、これもせんだって、 5月の15、16日、 2日間滞在していろいろと細か

い点まで調べてきであるわけですけれども、そういった小さな 1つの村がこ

のように大きくなったというのは 1つのきっかけがあったわけです。

そういったきっかけに対して、この菅平と同じような、館山にもそういっ

たきっかけが今到来しておるわけでございます。それは、現在神余地区が地

域の振興を考えて、リゾート民間企業のニューライフゴルフリゾートといろ

いろと取り組んでいるわけでございますけれども、これはゴルフ場エリアと

サッカ一場エリアを持つ総合スポーツリゾート開発計画に着手しておるわけ

でございますけれども、開発計画は、地域の発展なくして自らの発展はない

という、こういった視野に立って、単なるサッカーの施設だけではなく、イ

ンストラクターといいますか、つまり技術指導や、スポーツ医学に基づいた

トレーナーとか、プロチームの人材による教育指導とか、ソフト機能を充実

させた施設として、また関東のプロチームを初め、社会人、大学、高校、中

学、数多くのサッカーチームの合宿遠征地として注目を集めるようなサッカ

一場をつくって、南房総のサッカーのメッカとするためのさまざまな構想を

盛り込んだ開発計画であることを私は確認しているわけでございますけれど

も、しかしこの開発計画は隣接地である白浜町との同意が得られず、行き詰

まり状態になっているということはもう既に館山市としても御承知のことと

思います。市の発展のためにも非常に私は惜しい気がしてなりませんが、こ

の件について、神余地区より開発促進に対して白浜町に同意を求める交渉が

再度行われてきたわけでございますけれども、地区の力も限界に達したとい

うことで、市の方に支援してほしいという切なる陳情があったことは伺って

おります。市長としてどのように受けとめ、対応していくか、その考え方を

お伺いいたすと同時に、館山市を中心とした隣接町村の活性化、発展への

一一今の菅平じゃないですけれども、きっかけをつくるためにも、広域的見

地に立って、同意の方向に導いて話し合っていく、そういう勇気ある行動を

求めるわけでございますけれども、市長の御所見をあわせてお伺いいたした
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よろしくお願いします。いと思います。

三平建設部長。実君)。議長(辻田

ニューライフリゾートの関係の御質問でござい。建設部長(三平孝司君)

これは民間開発でございまして、平成 4年に館山市より千葉県に対ますが、

その県に出された内協議の中で、今おして内協議が提出されてございます。

っしゃるもろもろの権利等につきまして一ー事業者に対しての指示でござい

ますので、そういう指示等につきましては、当然その開発事業者が責任を持

って対応して、今後解決をしていくべきであるというふうに考えております。

以上でございます。

この問題はまた後日い時間になりましたけれども、馨君)@6番(植木• い返事を聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

質問はこれで終わります。

馨さんの質問を終わります。以上で 6番議員植木実君〉。議長(辻田

暫時休憩をいたします。

休憩午後 2時 21分

再開午後 2時 47分

休憩前に引き続き会議を聞きます。実君)。議長(辻田

9番議員脇田安保さん。御登壇願います。

(9番議員脇田安保君登壇)
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一番最後でありますので、少しよろしくお願いしま。9番(脇田安保君)

す。
4 ‘dι 

現在我が国の経済を見ますと、公共投資は堅調に推移するとともに、住宅

投資も高い水準を示しており、個人消費にはやや持ち直しの動きが見られる

ものの、経済は総じて低迷が続いており、予断を許せない状況であります。

こうした情勢を踏まえまして、当市としてはどのように対応していけばよい

のかという観点に立って御質問申し上げたいと思います。

これについては、政府さて、まず第 1点目の行財政問題についてですが、

は高齢化社会に向けて、国税収入の一部を地方自治体に配分する地方交付税

このの算定方式を今年度から改正する方向に進んでいると言われています。
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地方交付税の算定方法は、自治体ごとに一定水準で、行政サービスを供給する

のに必要とされる社会福祉、教育費などの需要額と、地方税収や地方譲与税

などの収入との差額が交付税として交付されるというようになっていると思

このたびの主な改正点は、自治体の需要に充てる基準財政そして、います。

需要額を構成する項目の 1つに老人医療、老人福祉、老人保健に充てる高齢

者保健福祉費を新設することだと思います。具体的には、自治体の65歳以上

1人 4万 8.460円を掛けた額を自治体の基準財政需要額としの人口に対し、

どの程度にて盛り込むと言われていますが、高齢者対策費として考えると、

なると判断をしているのですか。また、国の動きに対応して、当市としては

高齢者に対する取り組みを基本的にどのように考えているのか、お聞きした
L 

いと思います。

次に、第 2点でありますが、住民票、印鑑証明の自動交付はできないかと

これは住民サービスについての質問であります。ついう質問でありますが、

まり、役所の週休 2日制の普及に伴いまして休日の窓口サービスができない

かということです。既に住民票の写しについては1990年自動交付が認められ

ています。また、印鑑登録証明については、万一不正に使用された場合の影

響が大きいことから、自治省は自動交付を認めるかどうかは研究会を設けて

検討し、住民票の写しの自動交付でトラブルもほとんど起きていないという

実績を踏まえ、防犯カメラの設置などを条件に自動交付は可能であるという

もう一歩休日の住民サービスを進めように判断をしたわけでありますので、

てもよいと考えます。
、ー

次に、第 3点ですが、固定資産税の課税明細書送付は何年度から実施され

これにつきましては、平成 2年12月議会で私るのかという質問であります。

の、当市は税金が高いという多くの納税者が抱いている疑問に答えるために

固定資産税納税通知書に筆別に明細書を送付することはできないかという質

間に対し、庄司市長はこれは実施の方向で前向きに検討するとの答弁であり

この問題に対してどのように検討ましたが、いまだに実施されていないが、

また、税金が高いと感じている市民が大変多くいるわ

こうした人たちに理解をしていただくという意味からも十分
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されたのか伺います。
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検討に値する施策であると考えます。確かに事務の繁雑化という問題もある

かもしれませんが、それ以上に税金に対する理解をしていただく方がはるか

に大切であると私は考えておりますが、いかがでしょうか。

第 4点でありますが、省エネ住宅に税の減免はできないかという質問であ

ります。御承知のように、省エネという問題はこれからは大変に重要な施策

になると思います。例えば、家を建てる場合に、数多くある建築工法の中か

ら、自然の恵みである太陽のエネルギーを取り入れ、これを蓄熱して床暖房

するというソーラーハウスシステムの導入など、いろいろな形があると思い

ますが、電熱や石油のような化石燃料に頼らないで、自然の陽光や空気を利

用して建てる住宅は、地球環境の保全に適合する省エネ住宅であると思いま

す。

そこで質問ですが、費用が割高になるので、この工法で建築した場合に固

定資産税の課税評価を何%か減免する措置はとれないものなのかどうかと考

えます。これを減免することによって、これからマイホーム購入を考えてい

る人たちが注目し、自然と調和した快適な住まいづくりが進むと思うのです。

同時に、限りある資源をできるだけ次の代へと残そうとする意識を育てる一

助となると思いますが、どうでしょうか。

次に、大きな第 2点目の環境問題についてでありますが、物質的な豊かさ

や生活の利便性の追求はかつてない大量消費社会へとエスカレートし、大気

汚染、自然破壊、海洋汚染など、地球的規模で環境問題が引き起こされてい

ます。我が国においても、その反省に基づいて、官民を問わず、省資源、省

エネルギー型社会の構築やライフスタイルの転換に向けた取り組みが急務で

あると言われています。

そこで質問でありますが、第 1点として、粗大ごみで廃棄したフロンガス

を回収できないか。有害な紫外線を吸収、遮断することから、地球の宇宙服

とも例えられるのがオゾン層であります。このオゾン層破壊の原因として国

際的に規制が進んでいるフロンガス、特に塩素と弗素を含み、オゾン層に悪

影響が強い特定フロンに関しては、世界的に1995年末までに生産の全廃が決

定されています。既に冷媒や発泡材として家電製品やカーエアコンの中に閉

ーi
門
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曹

このままでは製品が全廃処分されじこめられている数十万トンのフロンは、

この放出を抑制するために、全ると同時に大気中に放出されてしまいます。
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国の先進的自治体によって、粗大ごみとして廃棄される家庭用冷蔵庫からの

このことに関しまして、当市としてはどのよ回収が始められておりますが、

うな対策を計画されているのかお尋ねします。

次に、第 2点ですが、空き缶などのポイ捨てに対して罰則規定はできない

かという質問であります。聞くところによりますと、水戸市ではあなたの住

これむまちでごみの散乱はありますかというアンケートをとったようです。

ことしの10月からポイ捨て防止条例について、あると答えた人が81.6%で、

、財
これは、事業者を初めすべてのが施行されることになったということです。
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させないという意識の向上を目指市民に心ない無責任なポイ捨てはしない、

この条例では、缶、瓶のほか、チューインして制定されたわけであります。

たばこの吸い殻やその他のごみについて、消費者自身がポイ捨て防止ガム、

を心がける一方、業者は消費者にポイ捨て防止を呼びかけ、空き缶回収器の

設置を行うなどして資源のリサイクルに努め、土地の所有者や管理者はまち

ごみを捨てにごみを捨てないというような散乱防止の看板を設置するなど、

ない環境づくりを進めるというものです。当市もこのようなポイ捨て条例を

施行して、美観保全重点区域を設定し、観光都市館山を PRしてはどうか。

また、特に道路の土手に空き缶、空き瓶が多く捨てられて、草刈りなどでけ

がをした例がありますので、ひとつ前向きに検討していただきたいと考えま

L 
す。

次に、第 3点として、再生タイヤを清掃車に導入できないかという質問で

これは、再生タイヤのようなリサイクルはまず行政が先障を切っていくす。

のが望ましいと考えます。私の調査によりますと、千葉市などでは、昨年11

7都市首脳会議で再生タイヤの利用推進が決まってから、資源保護とリ月、

1年間ですべての清掃車に再生タイヤを取りサイクル社会推進の観点から、

つけるということでありました。また、市が委託する清掃業者に再生タイヤ

こうしたリサイクル熱は次第に県

内に広がっていくものと思われます。当市におきましても、タイヤの価格も

72 

の使用を呼びかけているということです。



安く上がるので、再生タイヤの使用を試みてはどうか。十分検討に値するも

のであると思いますが、いかがなものでしょうか。

この次に、大きな第 3点目ですが、入札制度について御質問いたします。

質問については、公共工事の入札に絡み、地方政界から中央政界まで巻き込

んだゼネコン汚職事件の再発を防ぐために、我が国の不透明な入札制度の改

善が強く求められているわけでありますが、談合防止などの観点から注目さ

これがれている入札ボンド制度について市長の所見を賜りたいと思います。

質問の第 1点でございます。

第2点は、入札制度について、私は昨年 9月議会で御質問申し上げました。

司

、ー国や県など多くの自治体で入札制度の改善委員会を設置したりしまして、• 》
の制度の透明性を重視して改善するよう進められているようでございます。

すなわち、都道府県で 9割以上が一般競争入札に改善が必要であるという考

そこで、当市におきましてどのように検え方で進んでいるようであります。

討されたのか、その経過、推移についてお伺いいたします。

次に、第 4点目の教育用パソコン推進計画についてです。我が国はさまざ

まな分野でコンビューターが普及し、高度情報化社会の道を確実に歩み続け

これに呼応する形で、小中学校等におけるパソコン教育の充実ております。

が急ピッチで進められつつあるのが現状でございます。新年度予算でもパソ

コン教育に力点を置いた内容が目を引きます。まず、公立の小中学校、特殊

教育諸学校に対する教育用コンビューター整備費として57億円が計上されて

おります。文部省は高度情報化社会に対応する教育のあり方について、小学• :.. 
校ではコンビューターになれ親しませる教育を平成 4年度から、中学校では

技術家庭科に基礎情報を 5年度から新設し、本格的な情報教育に取り組み始

これは 3月末現在、全国では小学校の57.7%、中学校の94.7%めています。

が設置済みとなっています。文部、自治両省では、今年度から公立学校への

教育用パソコン配備を大幅に推進する計画なのであります。小学校では 1学

級の児童が 2人で 1台使用できるように、また中学校では 1学級の生徒全員

1校42台(教師用 2台を含む)を整備する目標を設定し、

5年間程度で46万台を新たに導入するというのが骨子のようであります。現
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在当市では中学校で教師用を含めて21台配備されておりますが、今後 5年間

で小学校では 2人に 1台、中学校では 1人に 1台と言われています。

そこで質問でありますが、当市の高度情報化社会に対応する教育用パソコ

ン導入計画はどのように進められておりますか、お尋ねします。

また、パソコン教育を推進する上で重要なのが学習用のソフトウエア開発

それとそこで、現在市で利用しているソフトは市販のものか、であります。

も教師が独自に作成して授業に活用しているのか、お伺いします。

次に、第 5点目、生徒模擬議会開催についてであります。将来の担い手と

なる小中学生たちによる模擬議会はできないかということであります。生徒

たちに自分たちが住む地方自治体の実態や議会制民主主義の仕組みを実際に

L 
体験し、学んでもらう 1つの手法として最良な方法ではないかと考えますが、

また、模擬議会で発表された子供たちの貴重な意いかがなものでしょうか。

見やユニークな発想に私どもは耳を傾けていく必要があるのではないかと思

います。意外とそのような中に館山市が発展するために貴重な意見があるか

それを私も考えるわけでございます。今後の新しいまちづくりもしれない、

にそういった意見を反映させてはどうでしょうか。ぜひともこうした生徒に

よる模擬議会を開催してみたらいいというように考えます。

次に、第 6点目、伊戸のサイクリングロード、の砂害についてお尋ねします。

先月、私どもの党の県民運動本部で、安房管内の視察で砂に埋まるサイクリ

ングロードの砂害調査をしました。砂防用に植えられました松もあらまし砂

に埋まっているし、砂防用ネットも役立たずのようであります。南房総では 、
特に若者の観光客から人気が出始めたこのサイクリングロードでありますの

で、市から県に対して改善なり対策を働きかけてもいいのでないかと思いま

すが、現在県に対して働きかけをしているのかどうか、実情を御説明してい

このサイクリングロードを有効的に、機能的ただきたいと思います。また、

に活用し、生かしていく施策としてどのようなものが考えられるか、将来の

展望を含めて御答弁いただきたいと思います。

次に、第 7点目、市営住宅について伺います。大賀市営住宅建てかえにつ

そのときの答弁は平きましては、私が平成 2年 3月議会で質問しましたが、
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成 8年度に建設という答弁であったと思います。建設に当たって、平成 2年

に市当局は大賀住宅の入居者に、新しい市営住宅を建設したいので、真倉に

建設する市営住宅に移るか、自分で家を建築してほしいという趣旨で説明会

を開催しましてから 3年が経過した現在では、移転する戸数が少ないために、

当初に計画どおりに進むのかどうかお伺いします。

また、萱野市営住宅に共同施設の設置の件でございますが、市長の答弁で

どのように検討されたのかを伺いまは前向きに検討するとの答弁でしたが、

す。

以上 7点にわたり御質問いたしましたが、御答弁によりまして再質問をさ

せていただきます。• 庄司市長。実君)。議長(辻田

厚君登壇)(市長庄司

ただいまの脇田議員の御質問にお答えいたします。厚君)。市長(庄司

大きな第 1の小さな第 1点目、高齢者対策費の基準についての御質問でご

ざいますが、地方交付税の費目におきまして、高齢社会に対応するため、高

齢者保健福祉にかかわる財政需要が的確に算定できるよう、従来の社会福祉

費及び保健衛生費の中から高齢者関係経費を抽出いたしまして、高齢者保健

福祉費が創設されたものでございます。平成 6年度は65歳以上の高齢者 1人

当たりに対しまして市町村では 7万 5.010円が措置されましたが、今後算定

作業を進め、地方交付税の額が決定いたします。
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次に、小さな第 2点目、印鑑証明、住民票などの自動化についての御質問， 
でございますが、館山市におきましては、現在実施しております館山メール、

.. 
市民れんらく便、電話予約による証明書類の休日交付等の各制度をより一層

推進することによりまして住民サービスの向上を図ってまいりたいと考えて

おり、自動交付機の導入につきましては現在考えておりません。

次に、小さな第 3点目、固定資産税課税明細書の送付は何年度から実施さ

れるかとの御質問でございますが、現在関係諸帳票等を準備中でありまして、

平成 9年度から実施する予定でございます。

次に、小さな第 4点目、省エネ住宅に対する固定資産税の減免ができない
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かとの御質問でございますが、減免は担税力に着目して、納税者等に対する

救済措置として設けられているものでございますので、ある一定の工法また

は構造を理由とした家屋の減免は適当ではないと考えております。

次に、大きな第 2の小さな第 1点目、粗大ごみとして廃棄したフロンガス

を回収すべきと思うがどうかとの御質問でございますが、現段階ではフロン

ガスの破壊技術、回収システムが完全には確立されておりませんので、今後

園、県等の動向を踏まえまして検討してまいりたいと考えております。

次に、小さな第 2点目、空き缶などのポイ捨てに対しまして、罰則規定の

条例をつくる必要があると思うがどうかとの御質問でございますが、館山市

におきましては、クリーン・アンド・ビューティフル運動を推進し、千葉県

と共同歩調をとりつつ、ごみの散乱防止と再資源化促進の普及啓発運動を進

めておりますので、条例の制定は今のところ考えておりません。

次に、小さな第 3点目、リサイクル熱盛り上げに再生タイヤを清掃車で使

用してはどうかとの御質問でございますが、再生タイヤの品質、機能等の情

報が十分ではございませんので、今後検討してまいりたいと考えております。

次に、大きな第 3の小さな第 1点目、入札ボンドっき一般競争入札につい

て市長の所見をとの御質問でございますが、入札ボンド制度は、発注者に建

設業者が保証会社による事前資格審査を経て入札していることを証明すると

ともに、落札しました入札業者が契約を締結しなかった場合の損失も保証す

るもので、アメリカにおいて公共工事の保証制度として広く採用されている

と伺っておりますが、我が国におきましてはまだ実施されておりません。今

後の国の検討状況を踏まえまして対処してまいりたいと考えております。

次に、小さな第 2点目、入札制度についてどのように検討したのかとの御

質問でございますが、館山市建設工事等指名業者選定審査会で入札における

より一層の透明性、競争性を高めるための試行を検討中でございます。本年

度につきましてはいわゆる制限っき一般競争入札の試行を考えておりまして、

現在準備を進めているところでございます。

次の大きな第4、教育用パソコン推進計画の小さな 1、2及び大きな 5番

目、生徒模擬議会開催の問題につきましては教育長より答弁申し上げます。
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大きな第 6、サイクリングロードの砂の害の実情及び有効活用、将来の展

望等についての御質問でございますが、御指摘のサイクリングロードは、管

理者でございます千葉県が太平洋岸自転車道の一環として整備を進めている

ところでございます。砂の害につきましては、強風の都度、千葉県道路パト

ロール車により巡回を行いまして、除去作業を行っていると向っております。

また、飛砂防止対策につきましては、千葉県に要望してまいりたいと考えて

おります。

レクリエーション施設として関係団体なお、今後施設の活用を図るため、

等に利用の推進を働きかけてまいりたいと考えております。

次に、大きな第 7の小さな第 1点目、大賀市営住宅の建てかえ計画の推移

d 
及び計画のとおり進むかとの御質問でございますが、大賀市営住宅につきま

しては平成 8年度建設を目途として計画を進めてまいりましたが、平成 3年

度建設の真倉市営住宅への移転戸数が少なかったこと及び転居による自然減

が進まないこと等によりまして、敷地が確保されていない現状でございます。

現在状況を見ながら計画の見直しを検討しているところでございます。

次に、小さな第 2点目、萱野市営住宅の共同施設の設置についての御質問

でございますが、集会施設の設置につきましては引き続き検討してまいりた

?
也
軍
事
署
員

a'
品
種

azE'asst・
-zgaz--z-E・
E・
暫
車
重
竃
冨
守

!晶

いと考えております。

以上でございます。

高橋教育長。実君)。議長(辻田

(教育長高橋博夫君登壇)• お答えいたします。。教育長(高橋博夫君)
4〆

大きな第4の小さな第 1点目、小学校へ導入と、中学校は 1人 1台の配備

計画は進んでいるのですかとの御質問でございますが、現在新学習指導要領

により、平成 3年度から平成4年度まで市内 4中学校に各21台ず、つ教育用コ

ンビューターを設置してございます。平成 6年度に文部省より出されました

新しい整備方針に基づくコンビューターの導入につきましては、今後教室の

改造、機種の選定、導入方式等を勘案しながら、小中学校に計画的な導入が

図られるようにしてまいりたいと考えております。
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次に、小さな第 2点目、学習用ソフトウエアは独自に制作しているのです

かとの御質問でございますが、館山市教育委員会では平成 3年度より館山市

情報教育委員会にコンピューターソフトの制作について諮問し、独自の学習

用ソフトの開発に努めております。

次に、大きな第 5、生徒模擬議会開催についての御質問でございますが、

生徒の民主的な社会活動の実践に関しましては、社会科教育の中で地方自治

日常のの学習として取り上げられ、また特別活動の生徒会におきましても、

諸問題について、全校生徒による会議形式での体験的な学習が実践され、十

分な成果を上げているところでございます。

、世
以上です。

9番。実君)。議長(辻田

ただいまそれぞれ御説明いただきましたが、まず第。9番(脇田安保君)

1点目の行財政問題でありますが、その中の固定資産税の課税明細書の送付

その9年度ということでありますけれども、の件ですが、検討された結果、

中で、今まで私が質問した中でいろいろと御答弁がございましたけれども、

まず最初にお聞きしたいのは議会用語でありますけれども、私が何度か最初

のころ質問したときはただ検討するという答弁でありました。最近になって

これはいろい前向きに検討する。その後は実施の方向で前向きに検討する。

ろと各課によって、あるいは答弁する方によっていろいろその言い回し方が

違うわけです。私もこの課税明細のことに関して 2年の議会に質問したとき

¥..，/ 
こういうような答弁でございました。に、実施の方向で前向きに検討したい、

3年後の評価がえのときにはこの線そのとき私は、実施の方向なんだから、

で進むんだなと自分ながらに感じたわけですけれども、最近になっていろい

これを統一しろとはろな言い回し方がありまして、私は迷っているんです。

言いませんけれども、質問した側に対して何かいいような言い回し方を使っ

て答弁しているというようなふうに私は聞こえてならないわけですけれども、

この答え方に対してひとつまずお答えしていただきたいと思います。

小幡助役。

答え方についてということでございますが、別に意
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識してというか、他意があるわけでございませんで、検討するという段階は

できるかできないかまだわからない状態で、しかし検討しません、やりませ

んということじゃなくて、やはり検討してみる必要があるという場合は検討

しますということですけれども、それがある程度見通しがついてきた場合に

は前向きに検討します、そういうふうに同じ検討していく中でも段階がござ

いまして、全く検討してみなければわからないという場合にはただ検討しま

すということで過ぎている、このように御理解いただきたいと思います。

。議長(辻田実君) 9番。

I @9番(脇田安保君) 先ほどの答弁の中でも、私の質問した中でも、でき

• 

事 ( 

ないものはできないとはっきりおっしゃってくれました。その中で、できる

ものに対して検討するというふうな答弁でしたけれども、ただこの課税明細

のことに関して、なぜ私がそれを取り上げているかといいますと、納税通知

書にミスが結構あったという事例もあるわけです。ということは、平成 2年

に私が質問したときから平成 9年度までに 6年ないし 7年かかるわけです。

それだけその作業が大変なのかなと思います。大分市においては、これは今

年度一ー納税義務者が11万 3，000人おる中で閲覧や確認に来る人がわずか 2，

000人から 3，000人程度、このようになっております。それで、大分市にお

いては今年度から実施しましたけれども、当市においてはこの課税に対して

納税義務者は何人ぐらいなのか、閲覧に来る人は何名ぐらいおるのか、それ

をお答え願いたいと思います。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 納税義務者の関係なんでございますけれども、

まずいろいろ分かれておりまして、総数では、これ所有者で、即納税義務者

になると思うんですけれども、 3万 L016名、こういう数字でございます。

閲覧に来る人の人数につきましては、ちょっと今資料を探しますけれども、

閲覧は約 200名です。それと、最初の納税義務者なんですけれども、所有者

が 3万 L016名で、それを名寄せしまして、納税義務者数としましては 2万

3，000人、こういうことでございます。

。議長(辻田実君) 9番。
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大分市の例を一一人口はまるっきり違いますけれど。9番(脇田安保君)

そも、 11万 3.000人に対して館山市の場合は 2万 3.000人、納税義務者が。

の市においては約 3年ぐらいの聞にこの明細書を作成し、できた。我が市は

私が質問してから約 7年ぐらいかかるわけです。実施までに 7年近くかかり

その実施に対して問題点これはなぜこんなに時間がかかるのか、ますから、

ということは、やっぱり課税ミスの防止一納税する人たちはがあるのか。

市から送られてくる納税通知書をまるっきりうのみにしているわけです。疑

とし、間を抱く人はどの程度いるかちょっと私もわかりませんですけれども、

うことは、問い合わせに来る、閲覧に来る人が疑問を抱いて 200名ぐらい、

L 
そのあとそのほかの 2万 2.800人の方は、市から納税通知書が送られれば、

ままはいごもっともです、間違いありませんというように疑いもなしに納め

ているということになるかと思うんですけれども、ですからこれはもっとも

っと早くやるべきだと私は思うんですけれども、実施できないわけ、大きな

その 2点伺います。問題があるのか、

神子総務部長。実君)。議長(辻田

なぜおくれているかということでございますけ。総務部長(神子純一君)、

/

¥

/

/

 

この固定資産税は土地、家屋と大まかに分けであるわけでございまれども、

これらにつきましての図面の作成作業一具体的には、土地にすけれども、

こういったそれぞれの地番の図面等の整備、つきましては大字、地番、地目、

こういったものを一筆ごそれから家屋につきましては家匡図といいますか、

L 
とにそれぞれ検索する作業に平成 2年度以降鋭意努力しているわけでござい

ます。何分にも職員の定数といいますか、物理的にかなり大きい作業でござ

いまして、今いる職員の中で一生懸命やっているわけでございます。脇田議

員御承知のとおり、先ほど大分県の話が出ましたけれども、千葉県の場合に、

80市町村あるうちに課税明細書の添付をやっているのは現在 6団体でござい

これから見ましても、かなりの物理的な事務処理といいますか、作まして、

業を要するということで、先ほど市長から話がありましたように、平成 9年

その期待に応えるように鋭意今努力してお度までにはすべて完結しまして、

りますものですから、御理解をいただきたいと思います。
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。議長(辻田実君) 9番。

。9番(脇田安保君) 9年度にならないと事務的に無理だということで理

解はしますけれども、何だか時間がかかり過ぎるな、行政というのはこんな

ものかなと思いますけれども、私が間くところによると、 9年度は千葉県一

斉に行うというふうに聞いております。ということは、何か突出して館山が

やる必要もないんだというふうに理解したんですけれども、県と一緒に見習

ってやれば間違いないというふうな理解でよろしいですね。

次に、印鑑証明ですけれども、現在では無理だということでありますけれ

ども、住民サービスという点から、私の案なんですけれども、先ほども出て

きましたけれども、館山駅の橋上駅ということのお話の中で、この橋上駅の

建設の中にこれを、自動の交付機を盛り込んで検討してみていただきたいと

思います。

次に、省エネですけれども、確かに問題点はありますけれども、やはり市

民をリードしていく気持ちとしていろんな考え方があると思いますけれども、

私もこれからの時代はやはり省資源、省エネルギーの時代だ、そのように思

いますので、法的に無理かとは思いますけれども、こういうような意見もあ

るということを承知していただきたいと思います。

次に移ります。次に、環境の問題ですけれども、フロンガスの回収は本当

に地球的な大きな問題であると思います。大きな市も、あるいは小さな町も

この実施に取り組んでおります。ことしの 4月から東京都が実施する23区と

鹿児島市、 9都道府県の54市町村、既に回収中の船橋市など 8市町村を加え

ると 10都道府県の64自治体、また神奈川、静岡、兵車の 3県は全県での回収

を目指して回収支援体制づくりを急いでいる。家電販売庖に協力を求めてい

る動きも出ております。御承知のように、フロンガスというのは確かに目に

見えませんから、壊してもだれも気がつかないわけです。ですけれども、オ

ゾンを破壊するということは強い紫外線の影響があるわけです。皮膚がんや

白内障がふえたり、やはり農作物などに被害が出ると言われております。各

地で民間団体なども将来の子供や孫の世代に健全な環境を残したいというよ

うなスローガンを掲げて回収を求める運動を展開しているのが現状です。
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当市もやはり一今の粗大ごみの処理は広域圏でやっていると思いますけ

れども、館山市だけの問題じゃなくて、館山市、安房郡という観点から考え

これはやはり大きな量になると思うんですけれども、将来的にはたときに、

このフロンガスの回収を進めていかなきゃならないと思うんですけれども、

その回収方法としてはいろいろあると思うんです。簡単な冷蔵庫から 5分足

これは市川市らずでそのフロンが回収できるという装置なんですけれども、

この回収の仕方は、冷蔵庫のフロンの入ったコンプで現在進めております。

レッサーから出た配管を回収装置のホースにつなげて 5分で回収できるとい

う簡単な方法であり、またその回収機の値段も 1台70万円と格安なわけです。

Lノ

ですけれども、ただいまの答弁で国の方ということでありますけれども、今

言ったように、実態としては64の自治体が現在もう既にスタートしているわ

この点で、やはり館山市もおくれをとってはならないと思うんですけです。

この考えはありませんか。けれども、再度伺いますけれども、

渡辺民生部長。実君)。議長(辻田

最初にお話ありましたこのフロンというのは、。民生部長(渡辺富雄君)

これは非常に今関心オゾンを破壊すると言われるいわゆるフロンガス問題、

を持たれておりまして、将来的には十分必要であるというふうに考えており

ます。先ほど市長が答弁したとおり、現在ではフロンガスの回収システム等

が完全でないということから、通産省では今具体的な回収あるいは再利用シ

そういったシステムを検討中と伺っておりますので、繰り返しになステム、

、世そういった動向を踏まえて今後検討してまいりたいというりますけれども、

ふうに考えております。

以上です。

9番。実君)。議長(辻田

これは国が基準を決めてからというふうにのんびり@9番(脇田安保君)

してやるのかなと思うんですけれども、私たちの先輩がこの議会で質問した

ということは、教科中で、館山市は先進的な市であったときがありました。

たしか私の記憶ではそうだ

このときは全国に先駆けていたわけです。今見ますと、何か
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書の無償配付を全国に先駆けて館山市が行った。

と思うんです。



国や県で決まってから、進んでからという、後々というふうな感じがしてな

といいますのは、私もいろんな方とお話しする中でよく言らないわけです。

われることは、館山市は鴨川市よりも一歩も二歩もおくれをとっているんじ

ゃないかという話がたびたび出てくるわけです。市民の中からも行政の中か

らも出てきております。やはり前向きに、本当にそうなんだというものはや

っぱり先に一今言ったように60幾つの自治体がもう進んでいるわけです。

どれだけの量が館山市の粗大ごみの中からこれを国がそうなってからやる。

ですけれこれはもう量的にわからないと思うんですけれども、出てくるか、

ども、少しでも地球環境という面から行政が先障を切っていくのが市民に対
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フする環境問題に対しての 1つの示すことじゃないかと思いますけれども、

ロンガスの破壊はまだまだ進んではいませんけれども、やはり回収して破壊
噛bhι 

ができるまでボンベに貯蔵するような一一そんなに大きな量じゃないと思い

ますけれども、再度この点で検討のほどをお願いしたいと思います。

それから、再生タイヤの件ですけれども、千葉市などでまだまだ安全基準

が満たせないということでありますが、実際大きな市でこれを実施している

その検討を踏まえて、また実施の方向で進めていただょうでありますので、

きたいと思います。

この入札の問題に際しま次に移ります。入札の件でございますけれども、

して私が調査したところでは、茂原市などは制限っきの一般競争入札を実施

する。隣町の鴨川市でも陸上競技場を制限っきで行いました。当市としても

制限っきの一般競争入札を本年度行うということでありますが、現在競争入

4 
札を行おうとする工事対象はどうなのか、工事対象はあるのかどうか、それ

司島

とその制限っきについてどのような制限を設けているのか、まずお伺いした

いと思います。

神子総務部長。

ただいまの 2つの点について御答弁申し上げま

実君)

。総務部長(神子純一君)

。議長(辻田

す。

1点目の今年度制限っき一般競争入札の試行の関係の工事があるのかとい

うことなんですけれども、具体的な工事名を言えということなんですけれど
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も、今年度房南中学校の校舎等の改築工事、これを行う予定でございますの

で、制限っき一般競争入札の試行をこの工事でやりたい、こういうふうに考

えております。

それから、 2点目の制限っき一般競争入札のその制限の内容なんですけれ

ども、これにつきましては、地方自治法の施行令、これによりまして、地域

性一例えばの話ですけれども、県内に営業所があるかどうか、あるいは技

術的適性、資格はあるのかとか、あるいは工事実績、一定規模以上の工事の

経験があるか等々、これらの項目について現在鋭意その検討中でございます。

どういったことにするかを今検討しております。準備中といいますか、検討

中といいますか、準備中でございます。

。議長(辻田実君) 9番。

@9番(脇田安保君) 制限つきについては準備中ということですけれども、

初の一般競争入札ということになるかと思います。房南中学が最初であると

思いますけれども、金額的にはちょっとよくわかりませんけれども、茂原市

などでは議会の承認を得る要するに 1億 5，000万以上というところが一般競

争入札の -1億 5，000万以上がそうなんだ。館山市はまだそこまで決めて

はいないかなとは思うんですけれども、その点はどうですか。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 房南中学校について試行ということで行うわけ

でございますけれども、ある程度大きな額、具体的に幾らか一今 1億 5，0

00万という話もございましたけれども、今回の施行結果を踏まえまして具体

的な金額については決めていきたい、こういうふうに考えております。

。議長(辻田実君) 9番。

。9番(脇田安保君〕 これからだと思います。

それで、その入札に関連しまして、下水道事業団に随意契約させた -3

月議会で議案が出てきましたんですけれども、随意契約しました50億余りの

事業費であります。これの随意契約した当時は、日本下水道事業団は指名競

争入札で今までは行っていたかと思います。それで、いろいろその情勢も変

わってきておりますし、近隣の市町村も一般を取り入れておる。それと、こ
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のような下水道事業に対しては、もう契約してしまったから何も言うことは

できないんだというふうに私も聞いていたんですけれども、やはり市から出

しである工事費でありますから 私が新聞等マスコミの話で聞きますと、

一般競争入札の方が指名競争入札よりも 5%ないし10%工事費が安く上がる

よというような報道も聞いております。ですからこの点は、その下水道事業

団の方はこのまま指名競争入札でずっといくのか、それとも一般競争入札を

取り入れるようなシステムになってくるのか、その点伺います。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 現在事業団におきまして入札制度について見直

し作業をやっておるというふうに聞いております。近いうちに方針を出すと

いうことでございます。また、方針が出ました場合には、やはり館山市が委

託してございますので、関連する工事については要望はしてまいりたいとい

うふうに考えております。

以上でございます。

。議長(辻田実君) 9番。

。9番(脇田安保君) それと関連しましてもう一点お伺いしておきたいん

ですけれども、下水道事業で、第 1期工事が 180億ですか、事業費がございま

す。その中で、今下水道事業団が約50億、それとせんだって議案の中で 1億

数千万と出てきましたんですけれども、第 1期工事の中で管などの布設一一

これから工事が大分進むと思います、第 1期工事区画の中で。その中で、地

元企業の入っていく余地というんですか、地元企業でこれだけの工事ができ

る企業はあるのかどうか。また、下水道は館山市として大きな事業であるわ

けです。地元対策ということで、この下水道工事に対しての工事を請け負う

地元企業対策はどのように今現在やっているのか。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 現在予定しております幹線管渠、これは主に推

進工法でございますが、それ以外の面整備、これは開削を予定してございま

す。開削のものにつきましては、やはり地元企業育成ということで、地元に

発注をするということで検討をしてございます。
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以上でございます。
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9番。実君)。議長(辻田

もう一点だけ。パソコ時間がなくなりましたから、@9番(脇田安保君)

ンをひとつお願いしたいと思うんですけれども、これは私が一昨年でしたか、

5年度で中学は完了したわけです。4年度、質問の中でお話ししたわけで、

でありますけれども、今度はこの 5年間で小中ということで配備計画をつく

5年間でやるには、小学校11校、中学校っているそうでありますけれども、

4校でありますから、一気に 1年や 2年でとてもできる問題ではないと思う

ですから、私の考えとしては、やはり現在中学は使っておりまして、んです。

これはもう早急にで施設あるいは指導教師等も完備していると思うんです。
、ノ

きるかなとは思いますけれども、小学校において、小学校の指導教師、それ

それから小学校において11年度まと施設はやはり改造が必要なのかどうか、

でにやれる見通しがあるのかどうか伺います。

高橋教育長。実君)。議長(辻田

御質問の点でございますけれども、本年度から平。教育長(高橋博夫君)

それから養6カ年間にわたり、各小中高校、成11年度までにわたりまして、

護学校等が整備目標といたしまして、現在議員さんのお話のありましたよう

な台数を各地方でもって整備するように交付税で措置するというような通知

それにつきまして、現在のよが本年4月 1日に出たわけでございますので、

うに情報化の進んでいるところでございますので、中学校に合わせまして小

学校の方も検討をしていかなければならないということで、現在は日進月歩
、官ノ

の激しいこの時代でもって、機種をどうするかということも考えなければな

りませんので、今の段階といたしましては、積算のためにじゃこうしたらば

これが一番いいんじゃないかというようなことでもって検討をしている最中

でございまして、現在その11年までに完全にどうだということはここではち

そのように今は検討ょっと申し述べられないところでございますけれども、

しているということでございます。

以上で 9番議員脇田安保さんの質問を終わります。実君)

以上で通告者による一般質問を終わります。
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午後 3時46分メ』
Z三散

、

本日の会議はこれにて散会といたします。実君)。議長(辻田

なお、明18日から20日まで議案調査のため休会、次会は 6月21日午前10時

開会とし、その議事は各議案の質疑を行います。

この際申し上げます。各議案に対する質疑通告の締め切りは 6月20日正午

でありますので、申し添えます。

。本日の会議に付した事件

行政一般通告質問1 • 
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